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１ １ ４  災害時における 地図製品等の供給等に関する 協定書（ 株式会社ゼン リ ン）  

 
 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。 ） と 株式会社ゼンリ ン （ 以下「 乙」 と いう 。 ） と は、 第１ 条第(1)号
に定める 災害時において、 乙が、 乙の地図製品等（ 第２ 条に定義さ れる ） を 甲に供給する こ と 等

について、 以下のと おり 本協定を 締結する 。   

 

（ 目 的）   

第１ 条 本協定は、 以下各号の事項を目的と する 。   

(1) 甲の区域内で災害対策基本法第２ 条第１ 号に定める 災害が発生し 、 又はそのおそれがある 場合

において、 甲が災害対策基本法第23条の２ に基づく 災害対策本部（ 以下「 災害対策本部」 と い

う 。 ） を 設置し たと き の、 乙の地図製品等の供給及び利用等に関し 必要な事項を 定める こ と 。   

(2) 甲乙間の平常時から の防災に関する 情報交換を 通じ 、 甲及び乙が連携し て、 防災・ 減災に寄与

する 地図の作成を 検討・ 推進する こ と によ り 、 市民生活における 防災力の向上に努める こ と 。   

 

（ 定 義）   

第２ 条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を 有する も のと する 。   

(1) 「 住宅地図」 と は、 伊勢市全域を 収録し た乙の住宅地図帳を意味する も のと する 。   

(2) 「 広域図」 と は、 伊勢市全域を 収録し た乙の広域地図を 意味する も のと する 。   

(3) 「 ZNE T TOWN」 と は、 乙の住宅地図イ ンタ ーネッ ト 配信サービ ス 「 ZNE T TOWN」 を 意味

する も のと する 。   

(4) 「 ID等」 と は、 ZNET TOWNを 利用する ための認証ID及びパス ワ ード を 意味する も のと す

る 。   

(5) 「 地図製品等」 と は、 住宅地図、 広域図及びZNE T TOWNの総称を 意味する も のと する 。   

 

（ 地図製品等の供給の要請等）   

第３ 条 乙は、 甲が災害対策本部を 設置し たと き は、 甲から の要請に基づき 、 可能な範囲で地図製

品等を 供給する も のと する 。   

２  甲は、 地図製品等の供給を 求める と き は、 別途定める 物資供給要請書（ 以下「 要請書」 と い

う 。 ） を 乙に提出する も のと する 。 但し 、 緊急を要する 場合は、 甲は、 電話等によ り 乙に対し

て要請でき る も のと し 、 事後、 速やかに要請書を提出する も のと する 。   

３  乙は、 地図製品等を 供給する と き は、 甲に、 別途定める 物資供給報告書を 提出する も のと す

る 。   

４  本条に基づく 地図製品等の供給にかかる 代金及び費用は、 次のと おり と する 。   

(1) 乙が供給し た地図製品等の代金は、 別途甲乙が合意し た場合を 除き 有償と する 。   

(2) 地図製品等の搬送にかかる 費用は、 乙が負担する も のと する 。   

（ 地図製品等の貸与及び保管）   

第４ 条 乙は、 第３ 条第１ 項の規定に基づく 地図製品等の供給と は別途、 本協定締結後、 甲乙別途

定める 時期、 方法によ り 乙が別途定める 数量の住宅地図、 広域図及びID等を 甲に貸与する も の

と する 。 なお、 当該貸与にかかる 対価については無償と する 。   

２  甲は、 前項に基づき 乙が貸与し た住宅地図、 広域図及びID等を 甲の事務所内において、 善良な

る 管理者の注意義務をも っ て保管・ 管理する も のと する 。 なお、 乙が、 住宅地図及び広域図の

更新版を 発行し たと き は、 乙は、 甲が保管し ている 旧版の住宅地図及び広域図について、 甲か

ら 当該住宅地図及び広域図を 引き 取り かつ更新版と 差し 替える こ と ができ る も のと する 。   

３  乙は、 必要に応じ 、 甲に対し て事前に通知し たう えで、 甲によ る 地図製品等の保管・ 管理状況

等を 確認する こ と ができ る も のと する 。   

 

（ 地図製品等の利用等）   

第５ 条 甲は、 第１ 条第(1)号に基づき 災害対策本部を 設置し たと き は、 災害応急対策、 災害復旧・

復興にかかる 資料と し て、 第３ 条又は第４ 条に基づき 乙から 供給又は貸与さ れた地図製品等に

つき 、 以下各号に定める 利用を 行う こ と ができ る も のと する 。   
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(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧  

(2) 災害対策本部設置期間中、 甲乙間で別途協議のう え定める 期間及び条件の範囲内での複製  

２  甲は、 前項に基づき 住宅地図の利用を 開始し たと き は、 速やかに別途定める 乙の報告先に報告

する も のと する 。 ま た、 当該住宅地図の利用を終了し たと き は、 速やかに従前の保管場所にて

保管・ 管理する も のと する 。   

３  甲は、 第１ 項にかかわら ず、 災害時以外の平常時において、 防災業務を 目的と し て、 甲の当該

防災業務を 統括する 部署内において、 広域図及びZNET TOWNを 利用する こ と ができ る も のと

する 。 なお、 甲は、 本項に基づき 広域図を 複製利用する 場合は、 別途乙の許諾を 得る も のと

し 、 ZNE T TOWNを利用する 場合は、 本協定添付別紙のZNE T TOWN利用約款に記載の条件に

従う も のと する 。   

 

（ 情報交換）   

第６ 条 甲及び乙は、 平常時から 防災に関する 情報交換を 行う と と も に、 相互の連携体制を 整備

し 、 災害時に備える も のと する 。    

 

（ 有効期間）   

第７ 条 本協定の有効期間は、 本協定末尾記載の締結日から １ 年間と する 。 但し 、 当該有効期間満

了の３ ヶ 月前ま でに当事者の一方から 相手方に対し 書面によ る 別段の意思表示がない限り 、 本

協定は更に１ 年間同一条件にて更新さ れる も のと し 、 以後も 同様と する 。   

 

（ 協 議）   

第８ 条 甲乙間で本協定の解釈その他につき 疑義又は紛争が生じ た場合には、 両当事者は誠意をも

っ て協議し 解決に努める も のと する 。   

 

以上、 本協定の成立を 証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲乙それぞれ記名押印のう え各１ 通を保

有する 。   

 

2020年1月30日  

 

甲） 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号  

 

伊勢市  

市長  

 

 

乙） 愛知県名古屋市熱田区沢上2丁目1番32号  

 

株式会社ゼン リ ン  中部支社  

支社長  
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１ １ ５  各種災害時における マルチコ プタ ーを 用いた情報収集およ び情報連携に関する

協定（ 中部電力パワ ーグリ ッ ド 株式会社）  

 

 伊勢市( 以下「 甲」 と いう 。 ) と 中部電力パワ ーグリ ッ ド 株式会社( 以下「 乙」 と いう 。 ) は， 各

種災害時における 対応に関し ， 以下のと おり 協定( 以下「 本協定」 と いう 。 ) を 締結する 。  

 

（ 目 的）  

第１ 条 本協定は， 甲およ び乙が， 各種災害時において迅速な情報収集およ び円滑な情報連携を

実施する こ と を 目的と する 。  

 

（ 定 義）  

第２ 条 本協定において使用する 用語の定義は， 次の各号に定める と おり と する 。  

（ １ ）「 災害」 と は， 災害対策基本法第２ 条第１ 号に規定する 被害を いう 。  

（ ２ ）「 乙の託送供給区域」 と は， 伊勢市内をいう 。  

 

（ 本協定の適用範囲）  

第３ 条 本協定の適用範囲は， 乙の託送供給区域と する 。  

 

（ マルチコ プタ ーの使用用途）  

第４ 条 乙が所有する マルチコ プタ ーの使用用途は， 災害時に道路等の公共施設が寸断さ れた進入

困難な箇所において， 乙の判断によ り 被害状況を 把握する ための巡視と する 。  

 

（ マルチコ プタ ーの飛行場所）  

第５ 条 乙が所有する マルチコ プタ ーの飛行場所は， 航空法第百三十二条およ び飛行場所を 管轄す

る 甲が規定する 法規制に則し た場所と する 。  

 

（ マルチコ プタ ーの飛行方法）  

第６ 条 乙が所有する マルチコ プタ ーの飛行方法は， 航空法第百三十二条の二およ び飛行場所を管

轄する 甲が規定する 法規制に則し た方法と する 。  

 

（ マルチコ プタ ーの飛行連絡）  

第７ 条 乙は， 乙の託送供給区域に災害が発生し た場合であっ て， かつ第４ 条に則し たマルチコ プ

タ ーの使用が必要と 判断し たと き ， こ れに関わる 情報を 甲に連絡する 。  

二 甲は，前項を 受け，必要に応じ てマルチコ プタ ーを 飛行さ せる 場所の住民等への対応を 行う 。 

 

（ 情報提供）  

第８ 条 乙は， 災害復旧に甲の協力を 要する と 判断し た場合， 乙が所有する マルチコ プタ ーの運用

によ り 把握し た被害状況に係る 情報を ， 自ら 行う 業務に支障がない範囲において， 甲に提供

する も のと する 。  

 

（ 情報管理）  

第９ 条 甲は， 本協定に基づいて知り 得た情報については， 公知の情報を 除き ， 本協定終了後にお

いても ， 情報の秘密保持を 徹底する も のと する 。 ただし ， 事前に甲およ び乙が該当情報の開

示について合意し た場合はこ の限り ではない。  

 

（ 安全管理）  

第 10 条 本協定の実施にあたっては， 甲乙双方が協力し ， 安全の確保に万全を 期し て行う も のと

する 。  
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（ 損害賠償）  

第 11 条 損害賠償は次の各号に定める と おり と する 。 なお， 各号に該当し ない損害賠償は， 甲お

よ び乙の協議によ り 解決にあたる も のと する 。  

（ １ ） 甲ま たは乙が， 故意又は過失によ り ， 相手方に損害を 与えた場合， 当該加害者は， 相手方に

対し 損害賠償を 行う 。  

（ ２ ） 甲ま たは乙が， 第三者に損害を 与えた場合， 当該加害者に故意ま たは過失がある と き は， 当

該加害者が当該第三者に損害賠償を 行う 。  

 

（ 本協定の有効期間）  

第 12 条 本協定の有効期間は， 本協定の締結日から 1 年間と する 。 なお， 期間満了 3 か月前ま で

に甲およ び乙のいずれから も 変更又は廃止の申し 出がないと き は， 本協定期間満了の日の翌

日から 更に 1 年間継続する も のと し ， 以降も 同様と する 。  

 

（ 対応窓口）  

第 13 条 本協定の運営に係る 事項についての対応窓口は， 次に定める と おり と する 。  

（ 甲）  伊勢市役所 危機管理部 危機管理課 

（ 乙）  中部電力パワ ーグリ ッ ド 株式会社 

 伊勢営業所 契約サービ ス 課 

 

（ その他）  

第 14 条 本協定は 2 通作成し ， 甲およ び乙がそれぞれ記名押印の上， 各 1 通を 保管する も のと す

る 。  

二 本協定の各条項の解釈について疑義が生じ た場合， 若し く は本協定内容の見直し が必要に

なっ た場合， 又は本協定に定めのない事項が発生し た場合は， その都度甲およ び乙の協議に

よ り ， 必要な事項について定める も のと する 。  

 

 

 

2020 年６ 月 15 日 

 

 

三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

甲   伊勢市 

伊勢市長 鈴木 健一 

 

 

 

三重県伊勢市岩渕一丁目９ 番２ ４ 号 

乙   中部電力パワ ーグリ ッ ド 株式会社 

伊勢営業所長 中西 利夫 
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１ １ ６  災害時における レ ン タ ル機材の提供に関する 協定書（ 株式会社 キナン 伊勢

営業所）  

 

伊勢市( 以下「 甲」 と いう 。 ) と 株式会社キナン( 以下「 乙」 と いう 。 ) は、 地震等の災害時にお

ける レ ンタ ル機材の供給に関し て、 次のと おり 協定を 締結する 。  

 

 

( 目 的)  

第１ 条 こ の協定は、 伊勢市内に地震災害、 風水害等の災害が発生し 、 又は発生する 恐れがある

場合( 以下「 災害時」 と いう 。 ) に、 乙が保有する 仮設ト イ レ 、 投光機、 冷暖房機器、 発

電機、 ト ラ ッ ク ( ク レ ーン 付) 、 その他のレ ン タ ル機材( 以下「 機材」 と いう 。 ) を甲に提

供する こ と について定め、 も っ て被害の拡大防止と 被災施設等の早期復旧を 図る こ と を

目的と する 。  

( 要 請)  

第２ 条 甲は、 災害時において被害の拡大が予想さ れる と 判断し たと き は、 乙に対し 、 乙の保有す

る 供給が可能な機材の提供等を 要請する こ と ができ る 。  

  ２  乙は、 前項の協力に対応する ため、 機材の供給可能な体制を 保持する よ う 努める も のと す

る 。  

( 要請の手続き )  

第３ 条 甲は、 前条の要請を 行う と き は、 機材提供要請書( 別紙) を乙に提出する も のと する 。 但

し 、 緊急を 要する と き は、 電話その他の方法によ り 要請する こ と が出来る も のと し 、 後日

速やかに機材提供要請書を 乙に提出する も のと する 。  

( 機材の運搬、 設置、 引渡し )  

第４ 条 機材の設置及び引渡し 場所、 運搬経路は、 甲、 乙協議の上決定する も のと し 、 設置及び引

渡し 場所ま での機材の運搬は、 原則と し て乙が行う も のと する 。 但し 、 乙の運搬が困難な

場合は、 甲ま たは甲の指定する も のが行う 事と する 。  

  ２  乙は、 機材の運搬に当たり 、 道路の不通等によ り 、 提供及び運搬に支障が生じ た場合は、

その対策について甲と 協議する も のと する 。  

  ３  甲は、 当該設置及び引渡し 場所に職員を 派遣し 、 機材を 確認のう え引き 取る も のと する 。  

  ４  甲は、 前項によ る 引取り を 甲の指定する 者に代行さ せる こ と が出来る 。  

 

( 費用の負担)  

第５ 条 甲は、 機材の提供、 設置及び運搬に必要な費用を 負担する も のと し 、 その額は、 乙が通常

賃貸し ている 価格によ り 算出し た額と する 。  

( 協定の有効期間)  

第６ 条 こ の協定の有効期間は、 協定締結の日から 令和３ 年３ 月 31 日と する 。 但し 、 期間満了の

１ か月前ま でに甲、 乙いずれから も 申し 出がない場合は、 協定期間を １ 年間延長する も の

と し 、 以後についても こ の例によ る も のと する 。  

( 協議)  

第７ 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に疑義が生じ たと き は、 甲、 乙協議のう え決定す

る も のと する 。  
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こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲、 乙記名捺印のう え、 それぞれ１ 通を 保

有する も のと する 。  

 

 令和２ 年８ 月 26 日 

 

 

                 甲 三 重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

 

      伊 勢市 

              伊 勢市長  鈴 木 健 一 

 

 

            乙  三 重県伊勢市小木町２ ８  

   

                株 式会社キナン  伊 勢営業所 

               所  長  池田 信 昭 
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１ １ ７  災害時における 石油類燃料の供給に関する 協定書（ 株式会社 油米）  

 

 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 株式会社 油米（ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 伊勢市内に地震、

風水害、 大火災、 その他の災害が発生し た場合（ 以下「 災害時」 と いう 。） に、 相互に協力し て被災

者及び避難者（ 以下「 被災者等」 と いう 。） の救援活動を 円滑に行なう ため、 次のと おり 協定を 締結

する 。  

 

（ 協力体制の確保）  

第１ 条 災害時に必要な石油類燃料の調達及び安定供給を行う ため、 甲は、 乙に対し ての情報の提

供及び必要な要請を 行う も のと する 。  

２  乙は、 災害時における 石油類燃料の供給に関する 協定を 締結する にあたり 、 甲の要請に備える

こ と と する 。  

 

（ 協力の要請）  

第２ 条 甲は、 災害時において石油類燃料を 必要と する 場合、 乙に対し て石油類燃料の供給及び石

油類燃料の運搬について要請する こ と ができ る 。  

 

（ 要請への協力）  

第３ 条 乙は、 前条の規定によ る 要請を受けたと き は、 その緊急に鑑み、 可能な範囲において、 石

油類燃料の優先供給及び運搬に協力する 。  

 

（ 石油類燃料の運搬）  

第４ 条 石油類燃料の運搬は乙が行う 。 ただし 、 乙が運搬でき ない場合は、 甲又は甲が指定する 者

が行う も のと する 。  

２  石油類燃料の引渡し は、 甲の指定する 場所と し 、 甲は、 当該引渡し 場所に職員を 派遣し 、 納品

を 確認の上、 引き 取る も のと する 。  

 

（ 費用の負担）  

第５ 条 前２ 条に規定する 石油類燃料の対価及び運搬に要する 費用は、 甲が負担する も のと する 。 

２  前項に規定する 対価及び費用は、 乙が提出する 納品書等に基づき 、 災害時直前における 適正価

格を 基準と し て、 甲乙協議の上、 決定する も のと する 。  

 

（ 補償）  

第６ 条 甲は、 第４ 条の規定によ り 、 乙又は甲の指定によ り 運搬に従事し た者が、 その責に帰する

こ と ができ ない事由によ り 、 死亡し 、 負傷し 、 若し く は疾病にかかり 、 又は障害の状態になった

と き は、「 災害に伴う 応急措置の業務に従事し た者に対する 損害補償に関する 条例」（ 昭和３ ７ 年

１ ０ 月１ ３ 日三重県条例第４ ６ 号） の規定に準じ て、 その損害を 補償する も のと する 。  

 

（ 価格高騰の防止）  

第７ 条 乙は、 災害時において石油類燃料価格の高騰の防止に努める も のと する 。  

 

（ 防災意識の向上）  

第８ 条 乙は、日常的に石油類燃料の備蓄、緊急対応設備の整備等従業員の防災意識の向上に努め、

甲は、 乙に対し て必要な協力を 行う も のと する 。  

 

（ 災害時の協力事項の発動）  

第９ 条 こ の協定に定める 災害時の協力事項は、 原則と し て、 甲が「 伊勢市災害対策本部」 を 設置

し 、 乙に対し て要請を行っ たと き を も って発動する 。  
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（ 協議事項）  

第 10 条 こ の協定に定めのない事項及び協定内容に疑義が生じ たと き は、 その都度甲乙が協議し

て定める も のと する 。  

 

（ 協定の有効期間）  

第 11 条 こ の協定は、 協定締結の日から 効力を 有し 、 甲又は乙が、 こ の協定を 終了さ せる 意思表

示がない限り その効力は継続する も のと する 。  

   

こ の協定を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲乙押印の上、 各１ 通を 保有する も のと する 。  

 

令和２ 年８ 月 26 日 

 

甲： 三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番 29 号 

伊勢市  

伊勢市長  鈴 木 健 一 

 

 

乙： 三重県伊勢市大世古１ 丁目１ 番 16 号 

株式会社 油米 

代表取締役 大 西 泰 夫 
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１ １ ８  災害時における 帰宅困難者に対する 支援に関する 協定書（ 株式会社 油米）  

 

 伊勢市（（ 以下「 甲」 と いう 。） 株式会社 油米（ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 南海ト ラ フ 地震等の

大規模地震発生時における 帰宅困難者に対する 支援に関し 、 次のと おり 協定を 締結する 。  

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の協定は、 市内において地震によ る 災害が発生し 、 交通が途絶し た場合において生じ る

帰宅困難者を 支援する ため、 必要な事項を 定める 。  

 

（ 支援の内容）  

第２ 条 甲は、 乙に対し て、 乙の給油所において、 帰宅困難者に対する 一時休憩所、 水道水、 ト イ

レ の提供及び地図等によ る 道路情報、 ラ ジオ等で得た通行可能な道路情報等の提供を 要請する こ

と ができ る 。  

２  甲は、 乙に対し て、 乙の給油所付近の道路状況及び付近の被害状況について報告を求める こ と

ができ る 。  

３  甲及び乙は、 前項に定めのない事項について、 相互に要請する こ と ができ る 。  

 

（ 支援の実施）  

第３ 条 甲及び乙は、 前条の規定によ る 要請を受けたと き は、 その緊急に鑑み、 可能な範囲におい

て、 帰宅困難者に対する 支援を 実施する も のと する 。  

 

（ 経費の負担）  

第４ 条 前条に規定する 支援に要する 経費は、 当該支援を実施し た者が負担する も のと する 。  

 

（ 情報の交換）  

第５ 条 甲及び乙は、 こ の協定が円滑に運用さ れる よ う 、 平素から 必要に応じ 情報の交換を 行う も

のと する 。  

 

（ 協議事項）  

第６ 条 こ の協定に定めのない事項及び協定内容に疑義が生じ たと き は、 その都度甲乙が協議し て

定める も のと する 。  

 

（ 協定の有効期間）  

第７ 条 こ の協定は、 協定締結の日から 効力を有し 、 甲又は乙が、 こ の協定を 終了さ せる 意思表示

がない限り その効力は継続する も のと する 。  

   

 

 

 

こ の協定を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲、 乙は押印のう え各１ 通を 保有する も のと する 。 

 

令和２ 年８ 月 26 日 

 

甲： 三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番 29 号 

伊勢市  

伊勢市長  鈴 木 健 一 

 

 

乙： 三重県伊勢市大世古１ ―１ ―16 

株式会社 油米 

代表取締役 大 西 泰 夫  



405 

 

１ １ ９  災害時における 物資の輸送等に関する 協定書（ ヤマト 運輸株式会社 三重主管

支店）  

 

 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と ヤマト 運輸株式会社三重主管支店（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 災

害時における 物資の輸送等に関し 、 次のと おり 協定を 締結する 。  

 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の協定は、 伊勢市域で地震、 風水害、 その他の災害が発生し 、 又はそのおそれがある 場

合（ 以下「 災害時」 と いう 。） において、 物資の輸送等を実施する 必要が生じ たと き における 甲が

乙に対し て行う 協力要請に関し 、 必要な事項を定める も のと する 。  

（ 協力要請）  

第２ 条 甲は、 災害時に乙の協力が必要と 認める と き は、 次の各号に掲げる 事項について乙に要請

し 、 乙は、 業務に支障のない範囲で協力する よ う 努める も のと する 。  

（ １ ）  甲が指定する 場所（ 避難所等） への物資の輸送等 

（ ２ ）  甲の管理する 施設及び甲が指定し た物資配送等拠点等への乙社員の派遣（ 運営 

指導等）  

（ ３ ）  乙が管理する 施設の提供 

（ ４ ）  物資の輸送等に必要な資機材等の提供 

（ ５ ）  前号に掲げる も ののほか、 甲及び乙が必要と 認める 事項 

（ 要請手続）  

第３ 条 前条に規定する 事項（ 以下「 協力業務」 と いう 。） の要請は、 要請書（ 第１ 号様式） の提出

を も っ て行う も のと する 。 ただし 、 緊急を 要する と き は、 口頭で支援協力を 要請し 、 その後速や

かに要請書を 提出する も のと する 。  

（ 報告）  

第４ 条 乙は、前条の要請に基づき 実施し た協力業務が終了し たと き は、終了報告書（ 第２ 号様式）

によ り 甲に報告する も のと する 。  

（ 費用の負担）  

第５ 条 第３ 条の甲の要請に基づき 、 乙が実施し た協力業務に要し た費用は、 甲が負担する も のと

する 。  

２  前項に規定する 費用の金額は、 災害の発生直前における 市場の適正な価格等を基準にし て、 甲

乙協議し て定める も のと する 。  

（ 費用の支払）  

第６ 条 前条第１ 項に規定する 費用は、 乙の請求によ り 甲が支払う も のと する 。  

２  甲は、 乙から 前項の規定によ る 請求があったと き は、 災害が沈静化し た後、 速やかに乙に支払

いを 行う も のと する 。  

（ 損害の負担）   

第７ 条 甲の要請に基づく 協力業務によ り 生じ た損害の負担は、 甲乙協議し て定める も のと する 。

ただし 、 乙の責に帰する 理由によ り 生じ た損害の負担は、 乙が負う も のと する 。  

 

（ 平常時の連携）  

第８ 条 甲及び乙は、 災害時における 連絡責任者、 連絡先等を 定め、 平常時よ り 相互の連絡体制の

整備に努める も のと する 。  

２  乙は、 甲から 要請があっ たと き は、 業務に支障のない範囲で甲が実施する 訓練等に参加し 、 連

携の強化を 図る も のと する 。  

（ 災害時の情報提供）  

第９ 条 甲及び乙は、協力業務の実施にあたり 、相互に災害情報を 提供する よ う 努める も のと する 。 

（ 守秘義務）  

第１ ０ 条 甲及び乙は、 協力業務を 行う 場合において知り 得た秘密情報を、 第三者に漏ら し てはい

けない。  
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（ 損害補償）  

第１ １ 条 甲の要請に基づく 協力業務に従事し た者が、そのために死亡し 、負傷し 、疾病にかかり 、

又は障害の状態になったと き は、 労働者災害補償保険法（ 昭和 22 年法律第 50 号） によ り 行う も

のと し 、 その適用がない場合は、 伊勢市消防団員等公務災害補償条例（ 平成１ ７ 年伊勢市条例第

209 号） の例によ り 、 こ れを 補償する も のと する 。   

（ 有効期間）  

第１ ２ 条 こ の協定は、 協定締結の日から 適用し 、 その効力を 有する も のと し 、 甲又は乙が書面に

よ り 協定解除の申し 出がない限り 、 その効力は継続する も のと する 。  

（ 協議）  

第１ ３ 条 こ の協定に定めのない事項又はこ の協定内容に疑義が生じ たと き は、 甲乙協議の上、 決

定する も のと する 。  

 

こ の協定の締結を 証する ため、 本協定書２ 通を 作成し 、 甲乙押印の上、 各１ 通を 保有する も の

と する 。  

 

令和２ 年 10 月 29 日 

 

（ 甲）  伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

伊勢市 

伊勢市長  鈴木 健一 

 

 

 

（ 乙）  四日市市中村町字半谷２ ２ ９ ３ －１  

ヤマト 運輸株式会社 三重主管支店 

主管支店長 高木 強  
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第１ 号様式（ 第２ 条関係）  

第     号  

年  月   日  

 

           様  

 

伊勢市長         印 

 

要   請   書 

 

 「 災害時における 物資の輸送等に関する 協定」 第３ 条に基づき 、 下記のと おり 要請し ま

す。  

 

記 

１  要請理由 

 

 

２  要請内容 

 

 

 

 

 

３  要請期間 

 

 

４  必要な人員及び資機材 

 

 

 

 

５  担当部署、 担当者名、 連絡先 

 

 

 

 

６  その他 
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第２ 号様式（ 第３ 条関係）  

年  月   日  

 

伊勢市長        様  

 

印 

 

終 了 報 告 書 

    

 

 年  月  日付け  第   号の要請に基づく 協力業務について、 下記のと おり 終

了し ま し たので報告し ま す。  

記 

 

１  期     間  

           年   月   日    ～       年   月   日  

 

２  協力業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  従事者数、 従事場所、 従事日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  担当部署、 担当者名、 連絡先 
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１ ２ ０  災害時における 災害時要配慮者に対する 宿泊施設等の提供に関する 協定書（ 株

式会社グリ ーンズ）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 株式会社グリ ーン ズ（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 伊勢市内に地震、

風水害及びその他の災害が発生し た場合（ 以下「 災害時」 と いう 。） の災害時要配慮者（ 以下「 要配

慮者」 と いう 。） に対する 宿泊施設等の提供について、 次のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 定義）  

第１ 条 こ の協定において要配慮者と は、 次に掲げる 者のう ち、 甲が特に必要と 認める 者を いう 。 

（ １ ） 高齢者（ 甲が特に必要と 認める 場合を 除き 、 原則と し て 65 歳以上の者に限る 。）  

（ ２ ） 障がい者（ 甲が特に必要と 認める 場合を除き 、 原則と し て身体障害者手帳、 療育手帳、 精

神障害者保健福祉手帳の交付を 受けている 者に限る 。）  

（ ３ ） 乳幼児 

（ ４ ） 妊産婦 

（ ５ ） その他集団生活等が困難な者 

（ ６ ） 上記（ １ ） から （ ５ ） ま でと 同一世帯の者及び甲が必要と 認めた介護者 

 

（ 施設の使用の要請）  

第２ 条 甲は、 要配慮者が甲の指定する 避難所では生活が困難な場合、 次に掲げる 施設（ 以下、「 当

該宿泊施設」 と いう 。） を 避難所と し て使用する こ と について、 乙に協力を 要請でき る も のと す

る 。  

（ １ ） 施設名称 コ ンフ ォ ート ホテル伊勢   

    所在地  伊勢市吹上 1-3-26 

 （ ２ ） 施設名称 伊勢シティ ホテル 

    所在地  伊勢市吹上 1-11-31 

 

（ 協力の受諾）  

第３ 条 乙は、 甲から 前条に定めら れた協力の要請を 受けたと き は、 部屋が空いていない等の正当

な理由がない限り 受諾する よ う 努める も のと する 。  

 

（ 使用期間）  

第４ 条 要配慮者の当該宿泊施設の使用期間は、 災害発生後から 、 要配慮者の応急仮設住宅、 自宅

その他の居住施設が確保さ れる ま での間で甲が指定し た期間と し 、３ か月を 限度と する 。ただし 、

必要に応じ て、 甲乙協議のう え、 ３ か月を 限度に使用期間を 延長でき る も のと する 。  

 

（ 使用終了への努力）  

第５ 条 甲は、 乙が当該宿泊施設における 通常の営業を 再開でき る よ う 配慮する と と も に、 当該宿

泊施設の使用について早期終了に努める も のと する 。  

２  要配慮者が当該宿泊施設の使用を 終了し 、 そのま ま 居座り 続けた場合、 甲の責任と 負担によ り

退去さ せる こ と と する 。  

 

（ 使用時の事故等にかかる 責任）  

第６ 条 当該宿泊施設を要配慮者が使用し た際に発生し た事故等に対し 、 乙に損害が発生し た場合

は、 原則、 甲がその損害を 賠償する も のと する 。 ただし 、 乙の責めに帰すべき 事由によ る 事故等

については、 乙がその損害を 賠償する も のと する 。  
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（ 要請の手続等）  

第７ 条 甲は、 第２ 条の規定によ る 施設の使用について、 乙に協力を 要請する 場合は、 あら かじ め

電話等で確認のう え、 次に掲げる 事項を 明ら かにし て書面で行う も のと する 。 ただし 、 緊急を 要

する 場合は、 こ の限り ではないも のと し 、 事後に書面で報告を 行う も のと する 。  

（ １ ） 要配慮者の住所、 氏名、 心身の状況、 連絡先等 

（ ２ ） 身元引受人の氏名、 連絡先等 

（ ３ ） 使用する 期間 

   

（ 経費の負担）  

第８ 条 利用料等の金額は当該災害も し く は過去の災害時に設定さ れた災害救助法の特別基準の

金額に基づき 、 甲乙が協議し て決定する も のと する 。  

  

（ 取消料）  

第９ 条 甲が、 第２ 条の規定によ り 当該宿泊施設の使用の協力要請を 行った後、 使用開始日ま でに

取消し の申出をし た場合において、乙は、甲に対し て取消料は請求でき ないも のと する 。ただし 、

甲から の当該宿泊施設の使用の協力要請に基づき 手配し た食事に関する 費用について、 甲に対し

て請求する こ と ができ る も のと する 。  

  

（ 請求及び支払）  

第 10 条 乙は、 第８ 条の規定によ る 経費を 、 利用者名簿を 添付し 、 甲に請求する も のと する 。   

２  甲は、 乙から の請求があっ たと き は、 内容を精査確認し 、 速やかに乙の指定する 金融機関の口

座に振り 込むも のと する 。  

 

（ 有効期間）  

第 11 条 こ の協定の締結期間は、 協定締結の日から 令和 13 年３ 月 31 日ま でと する 。 ただし 、 有

効期間満了の１ か月前ま でに、 甲乙いずれから も 文書によ る 終了の意思表示がないと き は、 当該

有効期間満了日の翌日から 起算し て１ 年間延長する も のと し 、 以後も ま た同様と する 。  

 

（ 協議事項）  

第 12 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都

度、 甲乙が協議し て定める も のと する 。  

 

 令和２ 年 11 月 30 日に締結し た「 災害時における 災害時要配慮者に対する 宿泊施設等の提供に関

する 協定書」 は、 本協定の締結を も っ て廃止する 。  

 

 こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その 

１ 通を 保有する 。  

 

 

令和５ 年２ 月１ 日 

 

甲 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番 29 号 

伊勢市 

                     伊勢市長 鈴木 健一 

 

 

 

乙 四日市市浜田町５ -３  

株式会社グリ ーン ズ 

代表取締役 村木 雄哉 
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１ ２ １  津波発生時における 津波緊急避難所と し ての使用に関する 協定書（ シンフ ォ ニ

アエン ジニアリ ン グ株式会社）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と シンフ ォ ニアエンジニアリ ング株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。）

は、 津波が発生し 、 又は発生する おそれがある 場合において、 乙が所有する 施設を地域住民など の津

波緊急避難所と し て使用する こ と について、 次のと おり 協定を締結する 。 なお、 津波緊急避難所と

は、 津波から 一時的に避難する 施設であり 、 避難生活をする 場所ではない。  

 

（ 使用物件）  

第１ 条 乙は、 乙が所有する 次に掲げる 施設を津波緊急避難所と し て、 地域住民等に使用さ せる も の

と する 。  

施設名称 シン フ ォ ニアエン ジニアリ ン グ株式会社 

所在地 三重県伊勢市竹ケ鼻町99番地96 

所有者 シン フ ォ ニアエン ジニアリ ン グ株式会社 

構造等 鉄骨造 ４ 階建て 

建築年月 令和２ 年３ 月 

使用場所 ２ 階以上廊下及び階段 

収容人数 約 60 人 

２  甲は、 前項に規定する 施設（ 以下「 対象施設」 と いう 。） に地域住民等が避難し た際に使用する 必

要な用具等を設置する 場合は、 乙の了解の下にて行う も のと する 。  

３  乙は、 対象施設の増改、 築等によ り 、 対象施設の面積等に変更が生じ る 場合、 又は何ら かの事情

によ り 津波緊急避難所と し ての使用が不可能と なる と き には、 甲に連絡する も のと する 。  

（ 使用期間）  

第２ 条 対象施設の使用期間は、 緊急に避難が必要な津波が発生し 、 又は発生する おそれがある と き

から 、 乙及び地域住民等が津波緊急避難所と し ての役割の終了を確認し たと き ま でと する 。  

（ 目的外使用の禁止）  

第３ 条 甲及び地域住民は、 対象施設を津波緊急避難所以外の目的に使用し ないも のと する 。  

（ 費用負担）  

第４ 条 施設の使用料は無料と する 。  

（ 原状回復義務）  

第５ 条 甲は、 使用期間を終えたと き は、 対象施設を原状に回復し なければなら ない（ 地震、 津波等

の災害によ り 損傷し た部分を 除く 。）。 こ の際、 地域住民等が施設の一部を破損し なければ避難が困

難であり 、 やむを得ず破損し たこ と が明ら かな箇所がある 場合は、 その回復に要する 費用の負担に

ついて、 甲乙で協議を 行う も のと する 。  

（ 施設の解錠）  

第６ 条 対象施設の解錠について、 甲は必要な整備を行う も のと する 。  

（ 利用者責任）  

第７ 条 乙は、 対象施設に地域住民等が避難し た際に、 対象施設内において発生し た事故等に対する

責任を一切負わないも のと する 。  

（ 津波緊急避難所の表示、 公開）  

第８ 条 甲は、 施設の使用箇所等を確認し たう えで津波緊急避難所と し て指定し 、 原則と し て、 それ

を表示する 看板を設置し 、 ホームページ等を用いて市民に対し て周知する も のと する 。  

（ 有効期限）  

第９ 条 こ の協定は、 協定締結の日から その効力を 有する も のと し 、 甲乙が文書をも って協定の終了

を通知し ない限り 、 その効力を持続する も のと する 。  

（ 協議事項）  

第 10 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都度、

甲乙が協議し て定める も のと する 。  
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こ の協定の締結を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を保有す

る 。  

 

令和３ 年２ 月４ 日 

                   

 

甲  三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番29号 

   伊勢市 

   伊勢市長  鈴木 健一 

 

 

乙  三重県伊勢市竹ケ鼻町99番地96 

   シンフ ォ ニアエンジニアリ ング株式会社 

   代表取締役  吉田 道生 
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１ ２ ２  伊勢市・ 日本下水道事業団災害支援協定（ 日本下水道事業団）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 日本下水道事業団（ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 甲の所管する 下

水道施設について災害が発生し た場合において 乙が行う 下水道施設の維持又は修繕に関する 工事

その他の支援（ 以下「 災害支援」 と いう 。） に関し 、 次のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 目的等）  

第１ 条 こ の協定は、 乙が行う 災害支援に関し て基本的な事項を 定め、 災害支援の円滑な実施によ

り 、 災害が生じ た下水道施設の機能の迅速な回復を 図り 、 も っ て浸水被害の拡大その他の生活環

境の悪化又は公共用水域の水質の悪化を防止する こ と を 目的と する 。  

２  こ の協定は、 下水道法（ 昭和３ ３ 年法律第７ ９ 号） 第１ ５ 条の２ に規定する 災害時維持修繕協

定である 。  

 

（ 対象）  

第２ 条 こ の協定の対象と なる 災害は、 次に掲げる 原因によ り 生ずる も のと する 。  

一 暴風、 竜巻、 豪雨、 落雷、 豪雪、 洪水、 崖崩れ、 土石流、 地震、 噴火、 地滑り その他の異常

な自然現象 

二 その他甲と 乙の協議によ り 定める も の 

２  こ の協定の対象と なる 下水道施設は、 別記に掲げる も の（ 以下「 協定下水道施設」 と いう 。） と

する 。  

（ 災害支援の内容）  

第３ 条 乙が行う 災害支援は、 次に掲げる も のと する 。  

一 災害の状況を 確認する ために行う 現地調査（ 協定下水道施設の点検を含む。）  

二 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令（ 昭和２ ６ 年政令第１ ０ ７ 号） 第５ 条１ 項の

規定によ る 災害報告に必要な資料の作成 

三 協定下水道施設について、 その応急工事又は復旧工事が完了する ま での間、 暫定的にその機

能を 確保する ために行う 簡易消毒の実施、 仮設ポン プの設置その他の維持又は修繕に関する 工

事 

四 災害査定に必要な設計図書その他の関係資料の作成（ 作成のために行う 現地調査を 含む。）

及び災害査定への立会 

五 前各号に掲げる 災害支援に附帯する 支援 

 

（ 災害支援の要請の方法）  

第４ 条 甲は、 乙に災害支援を 要請し よ う と する 場合には、 文書によ り 行う も のと する 。 ただし 、

文書によ る こ と ができ ない場合には、 電子メ ールの送信又はフ ァ ク シミ リ 装置を 用いた送信（ こ

れら の送信ができ ないと き は、 口頭又は電話） によ り 当該要請を行う こ と ができ る 。  

２  前項ただし 書の場合においては、 甲は、 事後において速やかに、 乙に文書を 交付する も のと す

る 。  

 

（ 災害支援の実施）  

第５ 条 乙は、 前条の要請があったと き は、 その人員等に応じ て可能な範囲で、 第３ 条に規定する

災害支援を 行う も のと する 。  

 

（ 災害支援の完了の報告）  

第６ 条 乙は、 前条の規定によ る 災害支援の全部又は一部を 完了し たと き は、 甲に対し 、 速やかに

その内容を 報告する も のと する 。  

 

（ 費用の負担）  

第７ 条 甲は、 乙が行った災害支援に要し た費用（ 第３ 条第１ 号及び第２ 号に規定する 災害支援に

要し たも のを 除く 。） を負担する も のと する 。  
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２  乙は、 前項の費用と し て、 職員の人件費及び旅費、 使用し た機材又は薬品の代価その他の実費

に相当する 額を甲に請求する も のと する 。  

３  甲は、 前項の規定によ る 請求があったと き は、 その内容を 精査の上、 速やかに乙に支払う も の

と する 。  

 

（ 廃止）  

第８ 条 甲又は乙においてこ の協定を 継続でき ない事情が生じ たと き は、 甲乙協議の上、 こ の協定

を 廃止する こ と ができ る 。  

２  甲又は乙がこ の協定の定めに違反し た場合においては、 甲又は乙は、 違反し た相手方への書面

によ る 通告を も っ て、 こ の協定を廃止する こ と ができ る 。  

 

（ 事務局）  

第９ 条 こ の協定に基づく 災害支援に係る 事務局は、 次のと おり と する 。  

一 甲の事務局 伊勢市 上下水道部 上下水道総務課 

二 乙の事務局 日本下水道事業団 東海総合事務所 施工管理課 

 

（ 協定の有効期間）  

第１ ０ 条 こ の協定の有効期間は、 こ の協定を締結し た日から 令和７ 年３ 月３ １ 日ま でと する 。  

 

（ 現況届の提出）  

第１ １ 条 甲は、 協定を締結し たと き は、 乙に対し 、 遅滞なく 、 現況届を提出する も のと する 。  

２  甲は、 前項によ り 提出し た現況届の内容に変更が生じ たと き は、 直ちに変更後の現況届を 乙に

提出する 者と する 。  

３  甲は、 前２ 項に規定する 現況届に基づき 、 当該協定を締結し た日から 起算し て１ 年を 経過する

ごと に、 その間の経過を 速やかに乙に報告する も のと する 。  

４  第１ 項及び第２ 項に定める 現況届は、 様式によ る も のと する 。  

 

（ その他）  

第１ ２ 条 こ の協定に定めのない事項及び疑義を生じ た事項については、 甲と 乙が協議し て定める 。 

 

こ の協定を 証する ため、本書２ 通を 作成し 、甲乙それぞれ記名押印のう え、各々１ 通を 保有する 。  

 

令和４ 年４ 月１ 日 

 

 
     甲 三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

伊勢市 
         伊勢市長      鈴  木  健  一 

 
     乙 東京都文京区湯島二丁目３ １ 番２ ７ 号 

        日 本下水道事業団 

         代表者 理 事長   森  岡  泰  裕  



415 

 

（ 別記）  

協定下水道施設 

一  五十鈴川中村浄化センタ ー 

二  吹上ポンプ場 

三  茶屋ポンプ場 

四  明神ポンプ場 

五  桜橋第１ ポンプ場 

六  桜橋第２ ポンプ場 

七  黒瀬ポンプ場 

八  有連ポンプ場 

九  下野ポンプ場 

十  溝口第１ ポンプ場 

十一 溝口第２ ポンプ場 

十二 小林ポンプ場 

十三 馬瀬第１ ポンプ場 
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様式 
 

令和  年  月  日 

 

日本下水道事業団 理事長   殿 

 

災害支援協定に係る 現況届 
 

伊勢市・ 日本下水道事業団災害支援協定第１ １ 条に基づき 現況届を 提出し ま す。  

市町村名  
担当部署名  
担当者役職及び氏名①  

担当者役職及び氏名②  

災害時 

緊急連絡先 

電話番号  

FAX  
E- mail  

維持管理 

委託先 

業者名  

電話番号  

FAX  
E- mail  

対象施設名  
  ルート図 一般平面図 水位関係図 

最新図面作成年月日    
 設備フロー図 施設平面図 断面図 

最新図面作成年月日    
留意事項  

※１  ご担当者様は２ 名以上ご登録願いま す。  

※２  災害時緊急連絡先が複数ある 場合は「 ，」 で区切ってご記入願いま す。  

※３  維持管理委託先がない場合は、「 維持管理委託先」 欄をご記入いただく 必要はあり ま せん。維持管

理委託先が複数ある 場合は、 行を増やし てご記入願いま す。  

※４  「 対象施設名」 欄は、 対象施設ごと に対象施設名及び最新の図面の作成年月日を記載し てく ださ

い。 ま た、 施設が複数ある 場合は別紙を作成する か、 行を増やし てご記入願いま す。  

※５  「 留意事項」 欄は、 災害支援時に留意すべき こ と があればご記入願いま す。  
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１ ２ ３  災害時相互応援協定書（ 静岡県袋井市）  

  

三重県伊勢市と 静岡県袋井市は、 災害対策基本法（ 昭和 36 年法律第 223 号） 第２ 条第１ 号に規定す

る 災害が発生し た場合における 相互の応援について、 次のと おり 協定を締結する 。  

 

 （ 目的）  

第１ 条 こ の協定は、 いずれかの市に災害が発生し た時に、 被災市の要請に基づき 応急措置を円滑に遂

行する ため、 基本的な事項について定める 。  

 

 （ 応援の種類等）  

第２ 条 応援の種類及び内容は、 次に掲げる と おり と する 。  

（ １ ） 食料、 飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

（ ２ ） 被災者の救出、 医療、 防疫及び施設の応急復旧に必要な資機材並びに物資の提供 

（ ３ ） 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

（ ４ ） 救援、 医療、 防疫及び応急復旧活動に必要な職員の派遣 

（ ５ ） 災害救助ボラ ンティ アの斡旋 

（ ６ ） 被災児童生徒の受入れ 

（ ７ ） 被災者の一時収容のための施設の提供及び住宅の斡旋 

（ ８ ） 前各号に掲げる も ののほか、 特に要請のあっ た事項 

 

 （ 応援の手続）  

第３ 条 応援を要請する 市は、次に掲げる 事項を明ら かにし 、文書によ り 要請する も のと する 。ただし 、

緊急の場合は、口頭、電話又は電信によ り 応援を 要請し 、その後速やかに文書を提出する も のと する 。  

（ １ ） 被害及び被害が予想さ れる 状況 

（ ２ ） 前条第１ 号から 第３ 号ま でに掲げる 応援を要請する 場合にあっては、 物資等の品名及び数量 

（ ３ ） 前条第４ 号に掲げる 応援を要請する 場合にあっては、 職員の職種、 人員及び現場での従事内容 

（ ４ ） 応援場所、 応援場所の経路及び現場付近の状況 

（ ５ ） 応援の期間及び必要と さ れる 装備品 

（ ６ ） 前各号に掲げる も ののほか必要な事項 

 

 （ 応援の実施）  

第４ 条 応援を要請さ れた市は、 可能な限り こ れに応ずる よ う 取り 組むも のと する 。  

２  協定市は、 応援の要請がない場合であっても 、 収集し た情報等から 緊急に応援出動する こ と が必要

である と 認めら れる と き は、 自主的な判断に基づき 必要な応援を実施する も のと する 。  

３  応援の要請を 受けた市が応援を実施でき ない場合は、 当該要請をし た市に速やかにその旨を 連絡す

る も のと する 。  

 

 （ 経費の負担）  

第５ 条 応援に要する 経費の負担は、 法令その他別に定めがある も のを除く ほか、 次のと おり と する 。 

（ １ ） 職員の派遣に要する 経費は、 応援を行う 市が負担する も のと し 、 応援に派遣し た職員が、 その業

務によ り 負傷、 疾病又は死亡し た場合における 公務災害補償については、 応援を行う 市が行う も の

と する 。  
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（ ２ ） 応援に派遣し た職員が、 その業務上第三者に損害を与えた場合は、 応援を受けた市が負担する も

のと する 。 ただし 、 応援を受ける 市への往復の途中に第三者に損害を与えた場合は、 応援を 行う 市

の責任と する 。  

（ ３ ） 前各号に掲げる も ののほか、 応援物資の調達その他応援に要する 経費は、 原則と し て応 

援を受けた市が負担する も のと する 。  

 

 （ 指揮権）  

第６ 条 応援を行う 市の職員が応援に従事する と き は、 応援を受ける 市の災害対策本部長の指揮に従い

行動する も のと する 。  

 

 （ 連絡責任者）  

第７ 条 第３ 条の規定によ る 応援の手続を、 緊急時において確実かつ円滑に行う ため、 各市に連絡責任

者を置く も のと する 。  

 

 （ 体制の整備）  

第８ 条 各市は、 こ の協定に基づく 応援を 円滑に行う ため、 必要な体制の整備に努める も のと する 。  

 

 （ 雑則）  

第９ 条 こ の協定の実施に関し 、 必要な事項及びこ の協定に定めのない事項は、 各市が協議し て定める

も のと する 。  

 

 （ 適用日）  

第 10 条 こ の協定は、 令和３ 年３ 月２ ５ 日から 適用する 。  

 

 こ の協定の締結を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 各市記名・ 押印の上、 各１ 通を保有する も のと す

る 。  

 

  令和３ 年３ 月２ ５ 日  

 

                             三重県伊勢市長 鈴木 健一         

 
 

 

 

                             静岡県袋井市長 原 田 英 之  
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１ ２ ４  原子力災害時における 袋井市民の県外広域避難に関する 協定書（ 静岡県袋井市）  

 

 三重県伊勢市（ 以下「 伊勢市」 と いう 。） と 静岡県袋井市（ 以下「 袋井市」 と いう 。） と は、 浜岡原子

力発電所において原子力災害が発生し た場合における 袋井市民の広域避難（ 以下「 広域避難」 と い

う 。） について、 次のと おり 協定を 締結する 。  

 

 （ 目的）  

第１ 条 こ の協定は、 伊勢市及び袋井市が原子力災害時に、 災害対策基本法（ 昭和 36 年法律第 223

号） 第 86 条の９ の規定及び「 袋井市原子力災害広域避難計画」 に基づき 行う 袋井市民の広域避

難計画を円滑に実施する ため、 必要な事項を 定める も のと する 。  

 

 （ 広域避難の基本的事項）  

第２ 条 伊勢市は、 原子力災害時に、 袋井市民の生命及び身体を保護する ため、 三重県内へ避難し 、

又は一時移転する 必要がある と 認めら れる 場合であっ て、袋井市から 受入要請があっ たと き には、

伊勢市が被災し 、 又は被災する おそれがあり 受入れが困難な場合など 正当な理由がある と 認めら

れる 場合を 除き 、 三重県及び関係機関と 連携し て避難者の受入れを 行う も のと する 。  

２  袋井市が静岡県及び三重県を 通じ て伊勢市に対し て行う 要請内容は、 次のと おり と する 。  

（ １ ） 避難所の開設 

（ ２ ） 袋井市によ る 運営体制が整う ま での避難所の運営及び避難所運営に付随する 業 

 務 

３  避難所の開設等の避難所運営は、 袋井市の要請を 踏ま えて、 初動対応（ ３ 日程度を目安） は伊

勢市で対応し 、 でき る 限り 速やかに袋井市に引き 継ぐ 。  

４  袋井市は、 静岡県と と も に、 国や関係事業者、 三重県、 伊勢市と 連携し て、 広域避難に係る 避

難所の運営等に必要と なる 人員・ 物資・ 資機材等を 確保し 、 伊勢市の負担が過大なも のと なら な

いよ う 配慮し なければなら ない。  

５  袋井市は、 三重県及び伊勢市の協力を 得て、 あら かじ め避難所と なる 候補施設を 可能な範囲で

把握し ておく も のと する 。  

 

 （ 広域避難の受入要請等）  

第３ 条 伊勢市に対する 広域避難の受入要請は、 災害対策基本法第 86 条の９ 第１ 項に基づき 、 袋井

市が静岡県及び三重県を 通し て行う も のと する 。  

２  伊勢市は、三重県と 広域避難の受入れについての協議が整っ た場合は、速やかに避難の受入準備

を 開始する 。  

 

 

（ 受入期間）  

第４ 条 前条第１ 項の規定によ る 要請を受け、 伊勢市が広域避難の受入れを する 場合の期間は、原則

と し て１ 箇月以内と する 。 それ以降は、 よ り 広範囲での移転等の可能性も 含め、 国及び静岡県、

三重県が調整する 。  

 

（ 費用の負担）  

第５ 条 避難者の受入れに要し た費用は、 原則と し て袋井市が負担する も のと する 。  

２  袋井市は、 前項に規定する 費用を 支弁する いと ま がない場合等やむを得ない事情がある と き は、

伊勢市に対し 当該費用の一時繰替支弁を求める こ と ができ る も のと する 。  

 

 

（ 情報の交換）  

第６ 条 伊勢市及び袋井市は、こ の協定が円滑に運営さ れる よ う 、平素から 必要に応じ て情報の交換

を 行う も のと する 。  
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 （ 連絡責任者）  

第７ 条 こ の協定に関する 連絡責任者は、 伊勢市及び袋井市の危機管理担当課長と す 

る 。  

 

 （ 協議事項）  

第８ 条 こ の協定に定めのない事項又は疑義が生じ た事項については、 伊勢市及び袋井市が協議の

上、 決定する も のと する 。  

 

  こ の協定の締結を証する ため、 本書を ２ 通作成し 、 各市が記名・ 押印の上、 各１ 通を 所持す

る 。  

 

 

  令和３ 年３ 月２ ５ 日 

 

三重県伊勢市長  鈴木健一       

 

 

 

静岡県袋井市長  原 田 英 之 
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１ ２ ５  緊急消防援助隊三重県大隊等の応援出動における 食料等の供給に関する 協定書

の実施に係る 覚書 

 

 

三重県（ 以下「 甲」 と いう 。） と 三重県生活協同組合連合会（ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 令和３

年３ 月 29 日に締結し た「 緊急消防援助隊三重県大隊等の応援出動における 食料等の供給に関する

協定書（ 以下「 本協定」 と いう 。） の実施に関し 、 甲及び乙、 並びに三重県内を 管轄する 消防本部

（ 以下「 丙」 と いう 。） と 次のと おり 覚書（ 以下「 本覚書」 と いう 。） を締結する 。  

なお、 本覚書で使用する 用語は、 本覚書の別段の定義がない限り 、 本協定と 同じ 意味を 有す

る 。  

 
（ 要請）  

第１ 条 本協定第１ 条に規定する 要請の詳細は、 次の各号に掲げる と おり と する 。  

（ １ ） 緊急消防援助隊三重県大隊等（ 以下「 三重県大隊等」 と いう 。） と は、 緊急消防援助隊三重県

大隊及び統合機動部隊、 土砂・ 風水害機動支援部隊等の各種部隊のこ と を指す。  

（ ２ ） 三重県大隊等が、 本協定に基づき 応援出動を 行い、 又は出動が見込ま れる 場合において、 甲

は乙に対し 、 第２ 陣以降の三重県大隊等への食料等の供給について速やかに要請を 行う も のと す

る 。  

   

（ 供給する 食料等の範囲）  

第２ 条 本協定第４ 条に規定する 供給する 食料等の範囲については、 次の各号に掲げる と おり と す

る 。  

（ １ ） 甲は丙と 調整の上、 乙が供給可能な食料等の中から 、 食料等を発注する も のと する 。 なお、 乙が

必要数の食料等を調達でき ない場合は、 甲に連絡し 、 甲は直ちに丙に連絡する 。 特に、 大規模災害

においては、 被災者への支援を優先する ため調達でき ない食料等があり う る も のと する 。  

（ ２ ） 乙が供給する 食料等については、 別表第１ に掲げる も のと し 、 丙の意見を 踏ま え、 甲と 乙にて

協議の上、 適宜更新でき る も のと する 。  

 
（ 食料等の運搬及び引渡し ）  

第３ 条 本協定第５ 条に規定する 食料等の運搬及び引渡し については、 次の各号に掲げる と おり と

する 。  
（ １ ） 乙から 食料等の引渡し を行う 場所は、 甲が指定する 三重県内の場所と する 。 ただし 、 甲が指定す

る 場所が、 三重県大隊等の集結場所（ 別表第２ ） の場合、 三重県内のみなら ず、 県境を ま たぐ 隣県

においても 運搬及び引き 渡し を行う も のと する 。  

（ ２ ） 乙が運搬する こ と が困難な場合は、 甲が運搬方法等を 決定する も のと する 。 ただし 、 乙は食

料搬送車両への積載の協力、 甲が指定する 場所での引渡し 完了報告を 行う も のと する 。  

（ ３ ） 乙は食料等を 、 第２ 陣以降の三重県大隊等が出発する 前ま でに、 甲が指定する 職員に引き 渡

し 、 食料等供給完了報告書（ 別紙第２ 号様式） を提出する も のと する 。  

 

（ 費用の負担）  

第４ 条 本協定第６ 条に規定する 費用の詳細は、 次の各号に掲げる と おり と する 。  

（ １ ） 乙が供給し た食料等の費用は、 三重県大隊等を 構成する 消防本部に対し 、 食料等の費用を 請

求する 。  

（ ２ ） 食料等に係る 一人当たり の金額は、 一日当たり 1, 800 円（ 税込み） と する 。  

（ ３ ） 乙が請求する のは、 食料等に係る 費用のみと し 、 食料等の運搬及び引渡し を行う 際に発生する

費用（ 人件費、 運搬費、 燃料費等） は、 乙が負担する も のと する 。  

（ ４ ） 乙から 三重県大隊等へ食料等が引渡さ れた後に、 三重県大隊等の責めに帰すべき 事由以外によ る

破損品等が確認さ れた場合は、 その破損品等の種類、 数量及び破損の状況について、 活動終了後速

やかに三重県大隊等から 甲へ報告し 、 甲から 乙へ連絡を行う も のと する 。 こ の場合、 当該破損品等

にかかる 費用については乙から の請求は行わず、 ま た、 当該破損品等の返品は必要と し ない。  
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（ ５ ）多数の破損品等が確認さ れ、応援出動先での活動に影響が出る 場合は、三重県大隊等は甲に対し 、

必要と する 代替品の種類及び数量を速やかに報告する も のと する 。 ま た、 報告を受けた甲は、 乙に

対し 代替品の手配を要請する も のと する 。  

（ ６ ） 協定第１ 条によ り 発注後、 出動のキャ ンセルがあった際、 直ちに甲は乙に連絡し 、 食料等の供給

を 取り やめる こ と と する 。 キャ ンセルに係る 費用については、 乙が負担する も のと する 。  

（ ７ ） 費用の請求については、 事案に対する 全ての三重県大隊等の派遣終了後、 １ ヶ 月以内を目途に請

求する 。 ただし 、 活動が長期になる 場合については、 甲と 乙及び丙にて協議する も のと する 。  

 

（ 連絡体制の整備等）  

第５ 条 本協定第８ 条第４ 項に規定する 各種合同訓練については、 緊急消防援助隊全国訓練、 緊急

消防援助隊近畿ブロ ッ ク 合同訓練（ ２ 府７ 県）、 及び緊急消防援助隊中部ブロ ッ ク 合同訓練（ ７

県） と する 。 ただし 、 その他訓練において、 甲及び丙から 依頼があっ た場合は積極的に協力する

よ う 努める も のと する 。  

 

（ 協議）  

第６ 条 本協定第１ 条によ り 食料等の供給を要請し た場合、食料等の引き 渡し 場所及び費用の請求方法

等については原則と し て本協定を準用する が、 必要に応じ て甲と 乙、 並びに丙で協議の上、 運用の変

更及び調整を 行う も のと する 。  

  

 本覚書の締結を 証する ため、 本書を１ ７ 通作成し 、 甲、 乙及び丙が記名押印の上、 各自１ 通を保有す

る 。  

 

令和３ 年３ 月 29 日 

 

甲 三 重県                     

防災対策部 部長 日沖 正人 

 

 

乙 三重県生活協同組合連合会  

専務理事 鈴木 稔彦 

 

丙 四 日市市消防本部                    津 市消防本部 

消防長  坂倉 啓 史                  消 防長  小津 直久 

 

 

 

松阪地区広域消防組合消防本部              菰野町消防本部 

消防長  武田 一 晃                  消 防長  吉川 澄 

 

 

 

桑名市消防本部                     鈴 鹿市消防本部 

消防長  杉山 伸 司                  消 防長  中村 康典 

 

 

 

亀山市消防本部                     伊 賀市消防本部 

消防長  平松 敏 幸                  消 防長  吉川 泉 

 

 

 

名張市消防本部                     伊 勢市消防本部 

消防長  中野 博 明                  消 防長  中芝 育史 



423 

 

志摩広域消防組合消防本部                鳥羽市消防本部 

消防長  永田 光 広                  消 防長  前田 益稔 

 

 

 

紀勢地区広域消防組合消防本部              三重紀北消防組合消防本部 

消防長  上岡 則 和                  消 防長  大和 勝浩 

 

 

 

熊野市消防本部 

消防長  湊 健 
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１ ２ ６  災害時における 災害時要配慮者に対する 宿泊施設等の提供に関する 協定書 

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と  エリ アワ ン エン タ ープラ イ ズ株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。）

は、 伊勢市内に地震、 風水害及びその他の災害が発生し た場合（ 以下「 災害時」 と いう 。） の災害時

要配慮者（ 以下「 要配慮者」 と いう 。） に対する 宿泊施設等の提供について、 次のと おり 協定を 締結

する 。  

 

（ 定義）  

第１ 条 こ の協定において要配慮者と は、 次に掲げる 者のう ち、 甲が特に必要と 認める 者を いう 。 

（ １ ） 高齢者（ 甲が特に必要と 認める 場合を 除き 、 原則と し て 65 歳以上の者に限る 。）  

（ ２ ） 障がい者（ 甲が特に必要と 認める 場合を除き 、 原則と し て身体障害者手帳、 療育手帳、 精

神障害者保健福祉手帳の交付を 受けている 者に限る 。）  

（ ３ ） 乳幼児 

（ ４ ） 妊産婦 

（ ５ ） その他集団生活等が困難な者 

（ ６ ） 上記（ １ ） から （ ５ ） ま でと 同一世帯の者及び甲が必要と 認めた介護者 

 

（ 施設の使用の要請）  

第２ 条 甲は、 要配慮者が甲の指定する 避難所では生活が困難な場合、 次に掲げる 施設を避難所と

し て使用する こ と について、 乙に協力を要請でき る も のと する 。  

（ １ ） 施設名称 ホテルエリ アワ ン 伊勢イ ン タ ー（ 以下、「 当該宿泊施設」 と いう 。）  

 （ ２ ） 所在地  伊勢市黒瀬町 1237 

 
（ 協力の受諾）  

第３ 条 乙は、 甲から 前条に定めら れた協力の要請を 受けたと き は、 部屋が空いていない等の正当

な理由がない限り 受諾する よ う 努める も のと する 。  

   

（ 使用期間）  

第４ 条 要配慮者の当該宿泊施設の使用期間は、 災害発生後から 、 要配慮者の応急仮設住宅、 自宅

その他の居住施設が確保さ れる ま での間で甲が指定し た期間と し 、３ か月を 限度と する 。ただし 、

必要に応じ て、 甲乙協議のう え、 ３ か月を 限度に使用期間を 延長でき る も のと する 。  

 

（ 使用終了への努力）  

第５ 条 甲は、 乙が当該宿泊施設における 通常の営業を 再開でき る よ う 配慮する と と も に、 当該宿

泊施設の使用について早期終了に努める も のと する 。  

 ２ 項 要配慮者が当該宿泊施設の使用を 終了し 、 そのま ま 居座り 続けた場合、 甲の責任と 負担に

よ り 退去さ せる こ と と する 。  

 

（ 使用時の事故等にかかる 責任）  

第６ 条 当該宿泊施設を要配慮者が使用し た際に発生し た事故等に対し 、 乙に損害が発生し た場合

は、 原則、 甲がその損害を 賠償する も のと する 。 ただし 、 乙の責めに帰すべき 事由によ る 事故等

については、 乙がその損害を 賠償する も のと する 。  

 

（ 要請の手続等）  

第７ 条 甲は、 第２ 条の規定によ る 施設の使用について、 乙に協力を 要請する 場合は、 あら かじ め

電話等で確認のう え、 次に掲げる 事項を 明ら かにし て書面で行う も のと する 。 ただし 、 緊急を 要

する 場合は、 こ の限り ではないも のと し 、 事後に書面で報告を 行う も のと する 。  

（ １ ） 要配慮者の住所、 氏名、 心身の状況、 連絡先等 

（ ２ ） 身元引受人の氏名、 連絡先等 

（ ３ ） 使用する 期間 
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（ 経費の負担）  

第８ 条 利用料等の金額は当該災害も し く は過去の災害時に設定さ れた災害救助法の特別基準の

金額に基づき 、 甲乙が協議し て決定する も のと する 。  

  

（ 取消料）  

第９ 条 甲が、 第２ 条の規定によ り 当該宿泊施設の使用の協力要請を 行った後、 使用開始日ま でに

取消し の申出をし た場合において、乙は、甲に対し て取消料は請求でき ないも のと する 。ただし 、

甲から の当該宿泊施設の使用の協力要請に基づき 手配し た食事に関する 費用について、 甲に対し

て請求する こ と ができ る も のと する 。  

  

（ 請求及び支払）  

第 10 条 乙は、 第８ 条の規定によ る 経費を 、 利用者名簿を 添付し 、 甲に請求する も のと する 。   

2 項 甲は、 乙から の請求があったと き は、 内容を 精査確認し 、 速やかに乙の指定する 金融機関

の口座に振り 込むも のと する 。  

 

（ 有効期間）  

第 11 条 こ の協定の締結期間は、 協定締結の日から 令和４ 年３ 月３ １ 日ま でと する 。 ただし 、 有

効期間満了の１ か月前ま でに、 甲乙いずれから も 文書によ る 終了の意思表示がないと き は、 当該

有効期間満了日の翌日から 起算し て１ 年間延長する も のと し 、 以後も ま た同様と する 。  

 

（ 協議事項）  

第 12 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都

度、 甲乙が協議し て定める も のと する 。  

 

 こ の協定の締結を 証する ため、 本書 2 通を 作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を保有す

る 。  

 

令和３ 年８ 月３ 日 

 

甲 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番 29 号 

伊勢市 

伊勢市長 鈴木 健一 

 

 

 

乙 大阪市中央区博労町１ 丁目２ 番１ 号 

    オーセン ティ ッ ク 東船場Ⅱ 7F 

  エリ アワ ン エン タ ープラ イ ズ株式会社 

代表取締役  岡 新之助 
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１ ２ ７  災害時の葬祭業務に関する 協定 

 

 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と  株式会社 セレ モ （ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 災害時における 葬

祭用品の供給等の協力に関し 、 次のと おり 協定する 。  

 

 （ 趣旨）  

第１ 条 こ の協定は、 伊勢市内に地震、 風水害、 その他の災害が発生し 、（ 以下「 災害時」 と いう 。） 多

数の死者が集中的に発生し た場合における 葬祭用品の供給等について、 甲が乙に協力を 要請でき る こ

と 及びその場合の手続き を定める も のと する 。  

 （ 協力要請）  

第２ 条 甲は、 災害時の葬祭用品の供給等を必要と する と き は、 乙に対し 葬祭用品の供給等の協力を 要

請する こ と ができ る こ と と し 、乙は次の各号に掲げる 葬祭用品の供給等の協力を甲にする も のと する 。 

 （ 1）  棺（ 棺用マッ ト 、 棺布団、 棺覆、 仏衣、 ド ラ イ アイ ス を含む） の供給 

 （ 2）  骨つぼ、 骨箱（ 骨箱覆、 骨上箸を 含む） の供給 

 （ 3）  その他甲が指定する 業務 

 （ 協力要請）  

第３ 条 甲は乙に協力の要請をする にあたっては、 次に掲げる 事項を口頭又は電話等を持って連絡する

も のと し 、 事後、 甲は文書を 乙に提出する も のと する 。  

 （ 1）  要請し た理由 

 （ 2）  要請し た葬祭用品の供給等の数 

 （ 3）  履行期間 

 （ 4）  その他必要な事項 

 （ 協力の実施）  

第４ 条 乙は、甲から 第２ 条に定めら れた協力の要請を受けたと き は、誠実に甲に協力する も のと する 。 

 （ 報告）  

第５ 条 乙は、 前条の規定に基づき 協力し たと き は、 次に掲げる 事項を口頭又は電話等をも って甲に報

告する も のと し 、 事後、 文書を提出する も のと する 。  

 （ 1）  葬祭用品の供給数の数 

 （ 2）  従事者名 

 （ 3）  その他必要な事項 

 （ 経費の負担）  

第６ 条 葬祭用品の供給等の協力に要し た経費は、 甲が負担する 。  

 （ 経費の請求）  

第７ 条 乙は、 葬祭用品の供給等の実績を 集計し 、 甲に請求する も のと する 。  

 （ 経費の支払）  

第８ 条 甲は、前条の規定に基づき 、乙から 支払の請求があっ た場合には、速やかに支払う も のと する 。  

 （ 価格の決定）  

第９ 条 甲が負担する 経費の価格は、 伊勢市地域防災計画に定めら れた費用の限度額の範囲内で、 甲、

乙協議する も のと する 。  

 （ 協議）  

第 10 条 こ の協定の解釈に疑義が生じ た場合及びこ の協定に定めのない事項については、 そのつど 、

甲、 乙協議する も のと する 。  

 

 上記協定締結の証と し て本協定書２ 通を 作成し 、 甲、 乙記名押印のう え、 おのおの１ 通を 保有する 。 

 

   令和３ 年９ 月１ ５ 日 

 

                甲 伊勢市 

                   伊 勢市長 鈴  木  健  一  

 

                乙 株式会社セレ モ 

                   代表取締役社長 小林 亮一郎  
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１ ２ ８  災害時要配慮者の福祉避難所と し て施設等を 使用する こ と に関する 協定書 

 
（ 趣旨）  

第１ 条 こ の協定は、 大規模な地震、 風水害等の災害（ 以下「 災害」 と いう 。） によ り 、 災害時要配慮者

（ 以下「 要配慮者」 と いう 。） が避難を余儀なく さ れた場合に、 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） が、 社

会福祉法人 邦栄会（ 以下「 乙」 と いう 。） に対し 、 福祉避難所と し て施設等の使用の協力を要請する

こ と について、 必要な事項を 定める も のと する 。  

 

（ 定義）  

第２ 条 こ の協定において「 要配慮者」 と は、 次に掲げる 者のう ち、 施設の入所基準に該当し 、 又は該

当する と 認めら れる 者で、 災害時に何ら かの配慮を求める 者をいう 。  

（ １ ） 介護保険の要支援及び要介護認定を受けている 者 

（ ２ ） 上記（ １ ） と 同一世帯の者及び甲が必要と 認めた介護者 

（ ３ ） 上記（ １ ） 及び（ ２ ） に準ずる 者 

 

（ 施設の使用の要請）  

第３ 条 甲は、 要配慮者があら かじ め指定する 避難所では対応でき ない場合、 次に掲げる 施設を福祉避

難所と し て使用する こ と について、 乙に協力を 要請でき る も のと する 。  

（ １ ） 施設名称 特別養護老人ホーム 雅之園 

（ ２ ） 所在地  伊勢市小俣町本町 341 番地 104 

 

（ 協力の受諾）  

第４ 条 乙は、 甲から 第３ 条に定めら れた協力の要請を受けたと き は、 でき る 限り 受諾する よ う 努める

も のと する 。  

 

（ 要請の手続等）  

第５ 条 甲は、 第３ 条の規定によ り 施設等の使用について、 乙に協力を 要請する 場合は、 あら かじ め電

話等で確認のう え、 次に掲げる 事項を明ら かにし て書面で行う も のと する 。 ただし 、 緊急を要する 場

合は、 こ の限り ではない。  

（ １ ） 要配慮者の住所、 氏名、 心身の状況、 連絡先等 

（ ２ ） 身元引受人の住所、 氏名、 連絡先等 

（ ３ ） 使用する 期間 

 

（ 要配慮者等の移送）  

第６ 条 乙は、 甲の依頼があった場合は、 避難が必要な要配慮者等の自施設への移送を行う よ う 努める

も のと する 。 ただし 、 それによ り がたいと き は甲乙協議のう え決定する も のと する 。  

 

（ 物資の調達及び介護支援者の確保）  

第７ 条 甲は、 要配慮者に係る 日常生活用品、 食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努める も のと

する 。  

 ２  甲は、 乙が要配慮者を 適切に介護ができ る よ う ボラ ンティ ア等の介護支援者の確保に努める も の

と する 。  

 

（ 経費の負担）  

第８ 条 要配慮者が利用期間内に要し た経費については、 原則と し て協力を 要請し た甲の負担と する 。

ただし 、 甲が負担する 経費の価格については、 甲乙協議のう え決定する も のと する 。  

 

（ 受入可能人員等）  

第９ 条 甲及び乙は、 本協定締結後、 受入可能人員、 必要物資の調達等について、 あら かじ め協議する

も のと する 。  
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（ 有効期限）  

第１ ０ 条 こ の協定書の有効期限は毎年度末と し 、 甲乙双方に異議がない場合は翌年度においても 自動

的に更新さ れる も のと する 。  

 

（ 協定の解除）  

第１ １ 条 甲又は乙は、 こ の協定を解除し よ う と する と き は、 ３ カ月前に文書で相手方に通知し なけれ

ばなら ない。  

 

（ 疑義の解決）  

第１ ２ 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ たと き は、 その都度甲乙協議し

て定める 。  

 

 こ の協定の締結を証する ため、 こ の協定書を２ 通作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を保有

する 。  

 

 令和３ 年４ 月１ 日 

伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

甲 伊勢市 

伊勢市長 鈴木 健一 

 

     伊勢市小俣町本町 341 番地 104 

   乙 社会福祉法人 邦栄会 

         理事長 板 井 德七 
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１ ２ ９  自動販売機設置協定書 

  

伊勢市（ 以下、 甲と いう ） と 、 コ カ･コ ーラ  ボト ラ ーズジャ パン株式会社（ 以下、 乙と いう ） と は、 災害時

における 自動販売機内の飲料水の提供支援を目的と し て、 乙が所有する 災害対応型自動販売機（ 以下、 自動

販売機と いう ） の設置に関し て、 下記のと おり 災害対応型自動販売機設置協定を締結する 。   

  

記 

 

第１ 条（ 自動販売機の設置等）   
１ ． 甲は、 別表１ の場所への自動販売機設置に関し て契約締結を する 権利を 正当に有する こ と を 保証する 。   

２ ． 乙は別表１ の場所に乙が所有ま たは管理する 自動販売機を 設置する こ と ができ る も のと し 、 甲へ事前に
通知のう えで自動販売機を交換する こ と ができ る も のと する 。   

３ ． 前項によ る 設置は、 甲に対し て自動販売機を 自己の所有物と し て使用さ せる も のではなく 、 甲は自動販
売機の賃借権、 使用貸借権等を主張する こ と ができ ないこ と を 確認する 。   

４ ． 自動販売機の設置場所を 変更する と き は、 甲乙が事前に協議を し たう えで行う 。   

  

第２ 条（ 設置場所への立入） 甲は乙の従業員およ び乙が指定する 業者等が自動販売機への商品も し く は原材
料の補充、 売上金の回収、 機械の保全、 修理、 撤去等のために設置場所へ立ち入る こ と を 認める 。   

  

第３ 条（ 品質維持・ 自動販売機の保全等）   

１ ． 乙は商品の品質維持、 商品・ 原材料の補充、 売上金の回収、 自動販売機の保全・ 修理、 空容器の回収等
を 行う 。   

２ ． 甲は前項の保全に協力し 、 故障等が生じ た場合は直ちに乙に連絡する 。   

  

第４ 条（ 諸費用の負担） 自動販売機の設置、 交換、 移動、 撤去は乙の費用と 責任にて行う も のと する 。 な
お、 自動販売機の修理に要し た費用は、 甲の責に帰すべき も のを 除き すべて乙が負担する 。   

  

第５ 条（ 販売価格・ 販売手数料）   

乙が自動販売機によ り 販売する 商品の販売価格およ び甲に支払う 販売手数料は、 別表２ のと おり と する 。   

  

第６ 条（ 譲渡の禁止） 甲およ び乙は、 相手方の書面によ る 事前の承諾なく し て、 本協定上の地位を第三者に
承継さ せ、ま たは本協定に基づいて生じ る 権利義務の全部も し く は一部を 第三者に譲渡し 、引き 受けさ
せ、 ま たは担保の目的に供し てはなら ない。 ただし 、 乙がその関係会社に対し て譲渡し 、 も し く は引き
受けさ せる 場合はこ の限り ではない。   

  

第７ 条（ 相殺の予約）   

１ ． 乙が甲に債権を 有する 場合、 乙は当該債権と 、 乙が甲に対し て支払う べき 債務と を 、 弁済期の如何にか
かわら ず、 何時にても 対当額で相殺する こ と ができ る 。   

２ ． 本協定の効力が失われた後に発生する 当該債権についても 、 前項と 同様と する 。   

  

第８ 条（ 協力内容）   

１ ． 別表１ の場所を 管轄する 行政区域内にて地震・ 水害等の災害が発生も し く は発生する 恐れがある 場合に
おいて、 別表１ の場所を 管轄する 行政区域に、 災害対策基本法等、 国ま たは地方公共団体が定める 法令
に基づき 災害対策本部が設置さ れた場合、 甲は乙に対し 次項の協力を 要請でき る も のと する 。   

２ ． 乙は甲に対し 、 甲から 要請を 受けた時点における 、 自動販売機の機内在庫商品（ 以下、 本商品と いう ）
に限り 、 無償提供する も のと する 。   

３ ． 乙が本条に基づき 本商品を提供する にあたり 、 甲に対し フ リ ーベンド キーま たは乙保有の機材（ 以下、
本物件と いう ） を 貸与する 場合、 甲は本物件の預り 証を 発行する と 共に、 本物件を 善良なる 管理者の注
意義務を も っ て管理する も のと する 。 なお、 甲が本物件を 紛失・ 破損し た場合、 乙に対し 実費を 支払う
も のと する 。   

  

第９ 条（ 協力要請およ び実施）   

１ ． 甲は、 本協定に基づき 本商品の提供が必要な場合、 乙に対し 別紙救援物資提供要請書によ る 協力要請を
行う も のと する 。 ただし 、 緊急を 要する と き は口頭、 電話等によ り 要請する こ と ができ る も のと し 、 後
日速やかに当該要請書を 提出する も のと する 。   
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２ ． 乙は、 甲から 前項に定める 内容にて協力要請があっ た場合、 要請内容を 確認のう え、 甲に対し 本商品提
供の諾否の通知を 行う も のと する 。 ただし 、 甲が本物件の貸与を受けながら も 乙に連絡が取れない場合
においては、 甲の判断によ り 本商品を 無償提供でき る も のと する 。 こ の場合、 甲は、 事後速やかに乙に
報告し 、 別紙救援物資提供要請書を 提出する も のと する 。   

３ .  自動販売機の機内在庫状況およ びラ イ フ ラ イ ン の停止等協力要請時点ま たは要請後の状況次第では、 本
商品の提供ができ ないこ と を 、 甲は承諾する も のと する 。   

４ .  災害等によ る 通信障害や自動販売機の予期せぬ故障など 、 乙の責に帰する こ と のでき ない事由によ っ て
無償提供ができ なかっ た場合、 乙は一切責任を 負わない。   

  

第 10 条（ 協定の解除）   

１ ．  自動販売機における 年間販売数量が、 商品の品質保持に必要な別表３ の最低販売数量を 維持でき ない
場合は、 甲乙協議のう え、 数量向上のための施策を 講ずる も のと する 。 ただし 、 その結果、 数量の増
加が見込めないと 判断さ れる 場合は、 乙は本協定を 解除する こ と ができ る 。   

２ ．  甲ま たは乙は、 相手方に次の事由が一つでも 発生し た場合、 何ら の通知・ 催告の手続を せず、 直ちに
本協定を 解除する こ と ができ る 。 その場合、 乙は、 甲の承諾なく 自動販売機を 撤去する こ と ができ
る 。   
( 1)  自己に対する 売買代金その他の債務につき 支払い義務を 怠ったと き 。   

( 2)  他から 破産・ 民事再生・ 会社更生の申立てを 受け、 ま たは自ら 申し 立てたと き 。   

( 3)  差押え・ 仮差押えの処分を受けたと き 。   

( 4)  手形交換所よ り 不渡処分を受けたと き 。   

( 5)  事業を 廃止し 、 ま たは何ら 理由を 示すこ と なく 休業ま たは所在不明によ り 、 ２ 週間以上連絡が取
れないと き 。   

( 6)  本協定ま たは甲乙協議によ り 定めた事項に違反し たと き 。   

( 7)  前各号のほか、 本協定の継続が著し く 困難である と 合理的に認めら れる 事態が生じ たと き 。   

  

第 11 条（ 反社会的勢力と の関係遮断）   

１ ． 甲およ び乙は、 相手方に対し 、 本協定締結時およ び締結後において、 次の条件を 全て満たすこ と を 表明
し 、 保証する 。   
( 1)  自ら が暴力団、 暴力団関係企業・ 団体、 総会屋ま たはこ れら に準ずる 反社会的勢力（ 以下、 総称

し  

て反社会的勢力と いう 。） ではないこ と 、 およ び反社会的勢力の支配・ 影響を 受けていないこ と 。   

( 2)  自ら ま たは自ら の役員（ 取締役、 執行役、 業務を 執行する 社員ま たはこ れら に準ずる 者を い
う 。）、 従業員、 関係者等が反社会的勢力の構成員、 関係者等ではないこ と 。   

( 3)  反社会的勢力に自己の名義を 利用さ せ、 本協定を 締結する も のではないも の。   

( 4)  本協定の期間内に自ら ま たは第三者を 利用し て、 相手方に対し 、 脅迫的な言動も し く は暴力を用
いる 行為を し ないこ と 、 ま たは偽計も し く は威力を 用いて業務を 妨害し 、 も し く は信用を 毀損す
る 行為を し ないこ と 。   

２ ． 甲ま たは乙は、 相手方が前項の表明およ び保証に違反し た場合、 何ら の通知、 催告その他の手続き を
要せずに、 直ちに本協定を解除する こ と ができ る 。 その場合、 乙は、 甲の承諾なく 自動販売機を 撤去
する こ と ができ る 。 なお、 当該違反を し た当事者は、 その相手方に対し 、 本項に基づく 解除に起因す
る 損害の賠償を 求める こ と はでき ない。   

  

第 12 条（ 機密情報の取扱い） 甲およ び乙は、 本協定書およ び本協定の履行を 通じ て知り 得た相手方に関す
る 情報（ 以下、 機密情報と いう ） を 、 機密と し て保持し 、 相手方の事前の書面によ る 承諾なく 第三者
へ開示ま たは漏えいし てはなら ず、 ま た、 本協定の目的以外で使用し てはなら ないも のと する 。 な
お、 本条の規定は、 個人情報に関し ては、 本協定終了後も 期限の定めなく 存続し 、 その他の機密情報
に関し ては、 本協定終了後３ 年間は存続する 。   

  

第 13 条（ 協定の有効期間）   

１ ．  本協定の有効期間は、 ２ ０ ２ １ 年５ 月１ 日よ り ２ ０ ２ ２ 年４ 月３ ０ 日ま での１ ヵ 年間と する 。 なお、
こ の期間満了の１ ヵ 月前ま でに、 甲乙いずれから も 、 何ら の申出のない場合は、 本協定はさ ら に１ ヵ
年間自動的に延長さ れる も のと し 、 以後も 同様と する 。   

２ ．  本協定が終了、 且つ乙の甲に対する 本物件の貸与がある 場合、 甲は乙に対し 終了日から １ ヵ 月以内に
本物件を 返却する も のと する 。    

  

第 14 条（ 連絡先）   

１ ．  甲は、 乙に届け出た連絡先を 変更し た場合、 ま たは同連絡先に１ 週間を 超えて連絡が付かない事情が
発生し た場合、 速やかに新たな連絡先を 乙に届け出る 義務を負う 。   
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２ ．  甲が前項の義務を 怠っ た結果、 乙から 甲に対し てなさ れた通知ま たは送付さ れた書類等が延着し ま た
は到達し なかっ た場合には、 通常到達すべき 時に到達し たも のと する 。   

３ ．  甲が乙から の連絡に対し て２ 週間以上の期間返答をし なかっ た場合、 乙は何ら 催告や通知を 要し ない
で、 直ちに本協定等の全部ま たは一部を 解除する こ と ができ る 。   

  

第 15 条（ 不可抗力） 地震、 台風、 洪水、 その他の天災地変、 輸送機関・ 通信回線等の事故、 法令の変更・
改廃、 公権力によ る 命令、 その他不可抗力によ り 、 本協定（ 金銭債務を 除く ） の全部若し く は一部の履行遅
滞ま たは履行不能については、 いずれの当事者も 責任を 負わないも のと する 。   

  

第 16 条（ 協定外事項の協議）   

本協定に定めない事項については別途協議のう え決定する 。   

  

第 17 条（ 合意管轄） 甲およ び乙は、 本協定およ び本協定に付随する 契約に関し 紛争が生じ た場合、 訴額に
応じ て東京簡易裁判所ま たは東京地方裁判所を 第一審の専属的合意管轄裁判所と する 。   

  

第 18 条（ 特約事項） 前条ま での規定以外の両者合意事項は、 別表特約のと おり と す
る 。   

  

以上、 本協定締結を 証する ため、 本書を ２ 通作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各１ 通を 保有する 。   

  

２ ０ ２ １ 年５ 月１ 日  

  

（ 甲） 三重県伊勢市岩淵１ 丁目７ 番２ ９ 号 

伊勢市  

   伊勢市長 鈴木 健一  

     

     

        

（ 乙） 三重県伊勢市下野町字西竈 564-4  

コ カ・ コ ーラ  ボト ラ ーズジャ パン 株式会社 

ベンディ ング三重支店 伊勢駐在 

支店長 高橋 幸裕  

  

    

  

    

別表１   

設置先名  設置先住所  自動販売機の種類  

伊勢市防災セン タ ー  三重県伊勢市楠部町１ ５ ９ 番地１   缶ペッ ト   

( 注) 上記別表１ の内容に変更が生じ た 場合、 甲およ び乙は速やかに書面にて変更を 確認する 。   

  

別表２   

自動販売機の種類  希望小売価格  販売価格  販売手数料  

缶ペッ ト   １ ０ ０ ～２ ０ ０ 円  希望小売価格  ０ 円  

( 注) 1. 上記金額は商品１ つ当た り の金額  

2. 希望小売価格およ び販売価格は消費税及び地方消費税込金額別表３   

最低販売数量  缶＆PET 商品  ２ , ７ ０ ０ 本  

  

【 特約】   

自動販売機稼働に伴う 電気使用料  乙負担と する 。   
乙が定額２ , ７ ２ ７ 円／月（ 税抜、 小数点以下四捨五入） を 負担し 、 年１ 回甲が送付する

納付書にも と づき 、 その指定する 期日ま でに、 支払う も のと する 。   

行政財産目的外使用料  1 台につき 月額２ , ０ ０ ０ 円（ 税抜） を年 1 回甲が送付する 納付書にも と づき 、 その指定す

る 期日ま でに支払う も のと する 。   

Ｊ Ｏ Ｃ オリ ンピッ ク 支援自動販売機  当該自動販売機はＪ Ｏ Ｃ オリ ン ピッ ク 支援自動販売機と する 。 乙は自動販売機の売上の一

部を 公益財団法人日本オリ ンピ ッ ク 委員会に寄付を 行う も のと する 。   
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１ ３ ０  災害時における 医療的配慮が必要な在宅酸素療養者等に対する 支援に関する 協定書 

 
 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と ケアメ ディ カルジャ パン株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 災害発

生時における 医療的配慮が必要な在宅酸素療養者に対する 支援に関し 、 次のと おり 協定を締結する 。  
 

（ 目的）  
第１ 条 こ の協定は、 地震、 風水害等の災害時（ 以下「 災害時」 と いう 。） に指定避難所等への避難を余

儀なく さ れた在宅酸素療養者の支援に関し 必要な事項を定める も のと する 。  
 

（ 支援の内容及び要請）  
第２ 条 甲は、乙に対し 、災害時に備えてあら かじ め乙が所有する 医療用酸素濃縮装置（ 以下「 本装置」

と いう 。） の貸与を要請する も のと する 。  
２  前項の貸与の要請は、 文書によ り 行う も のと する 。  
３  貸与を要請する 本装置の機種、 数量、 配置場所及び維持管理経費は、 別途甲乙協議の上定める も の

と する 。  
 

（ 支援の追加要請及び受託）  
第３ 条 災害時に、 前条の規定によ り 貸与さ れた本装置だけでは不足が生じ る 時は、 同条第２ 項の規定

に関わら ず、 甲は乙に口頭又は電話等によ り 追加貸与の要請をし 、 その後速やかに文書を提出する も

のと する 。  
２  乙は、 前項の要請を受けたと き は、 可能な範囲で受託する よ う 努める も のと する 。  
 

（ 本装置の運搬）  
第４ 条 第２ 条に規定する 乙が甲に貸与する 本装置は、 原則と し て、 甲の指定する 場所に乙が運搬する

も のと する 。 こ の場合において、 乙は、 必要に応じ て甲に対し て運搬の協力を 求める こ と ができ る 。 
 

（ 緊急避難的措置）  
第５ 条 第２ 条に規定する 乙が甲に貸与する 本装置は、 緊急避難的処置と し て第１ 条に規定する 目的以

外においても 甲は使用する こ と ができ る 。 ただし その場合、 甲は事前に乙の承諾を 得る も のと する 。 
 

（ 情報の提供）  
第６ 条 乙は、 第２ 条の規定に基づき 甲から 本装置の貸与を 要請さ れたと き は、 こ の協定に基づく 協力

を円滑かつ迅速に実施する 上で必要と なる 情報の提供を甲に求める こ と ができ る 。  

 
（ 使用料の負担及び支払い）  
第７ 条 甲は、 第３ 条及び第４ 条の規定によ り 貸与さ れた本装置を 災害時に使用し た場合は、 乙に対し

使用料を負担する も のと する 。  
２  前項に掲げる 使用料の価格は、 災害時の直近の適正価格を基準と し 、 甲乙協議の上定める も のと す

る 。  
３  貸与に係る 使用料は乙が甲に請求する も のと し 、 甲は乙から の請求があっ たと き は、 内容を精査確

認し 、 速やかに乙の指定する 金融機関の口座に振り 込むも のと する 。  
 

（ 定期点検の実施並びに手数料の負担及び支払）  
第８ 条 乙は、 本装置使用に関する 関係法令に規定さ れた保守点検を実施する も のと する 。  
２  乙は、 保守点検の結果について甲に文書にて報告する と と も に、 別に定める 手数料の請求を する も

のと する 。  
３  甲は、 前項の報告及び請求があったと き は、 内容を精査確認し 、 速やかに乙の指定する 金融機関の

口座に振り 込むも のと する 。  
 

 

（ 情報交換）  
第９ 条 甲及び乙は、 災害時における 本装置の貸与が円滑に実施でき る よ う 連絡先等必要な情報を定期

的に相互に交換する と と も に、 重要な変更が生じ たと き は、 その都度通知する も のと する 。  



433 

 

（ 有効期間）  
第１ ０ 条 こ の協定の有効期間は、 協定締結の日から 起算し て１ 年間と する 。 ただし 、 期間満了の１ か

月前ま でに、 甲乙いずれから も 特段の申し 出がないと き は更に１ 年間効力を 有する も のと し 、 以後も

同様と する 。  
 

（ 協議）  
第１ １ 条 こ の協定に定めのない事項又は疑義が生じ たと き は、 その都度甲乙協議し て定める も のと す

る 。  
 

 こ の協定の締結を証する ため、 本協定書を２ 通作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その 
１ 通を保有する 。  
 

 

 令和３ 年 10 月 12 日 
 

甲 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番 29 号 
 伊勢市 

伊勢市長  鈴 木 健 一 
 

 

  乙 安城市三河安城本町２ 丁目７ 番 13 号 
    ケアメ ディ カルジャ パン株式会社 
    代表取締役社長  山 田 英 俊  
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１ ３ １  災害時における 無人航空機によ る 情報収集に関する 協定書 

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 稲穂株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 災害時における 無人航空機

によ る 情報収集業務（ 以下「 情報収集業務」 と いう 。） に関し て、 次のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 目的）  

第１ 条  こ の協定は、 甲の行政区域内で災害が発生し 、 無人航空機を利用し た被災状況の確認が必要で

ある 場合において、 無人航空機を利用し 被災状況等の情報を収集する こ と を目的と する 。  

 

（ 対象と する 災害）  

第２ 条  こ の協定において「 災害」 と は、 災害対策基本法（ 昭和 36 年法律第 223 号） 第２ 条第１ 項第

１ 号に定める 災害をいう 。  

 

（ 協力要請）  

第３ 条 災害時において、 甲は乙に対し 、 情報収集業務と し て次の事項について協力要請を する こ と が

でき る 。  

（ １ ） 被災状況等の画像ま たは動画の撮影およ びデータ 提供。  

（ ２ ） 無人航空機の利活用に関する 情報提供。  

（ ３ ） 甲が実施する 防災訓練等への参加。  

（ ４ ） その他、 必要と 認めら れる 事項 

２  協力の要請は、 協力要請書（ 別記様式第１ 号） によ り 行う も のと する 。 ただし 、 緊急を要する 場合

は、 電話等によ り 要請する こ と ができ る も のと し 、 事後速やかに当該要請書を 提出する も のと する 。 

３  乙は、 前項の規定によ る 要請があり 、 業務実施における 従事者の生命や身体の安全が確保でき る 場

合及び無人航空機が安全に飛行でき る と 判断さ れる 場合は、 要請に応じ る も のと し 、 速やかに情報収

集業務を実施する 。  

４  情報収集業務の場所及び期間等は、 協力要請書（ 別記様式第１ 号） によ る も のと する 。  

 

（ 業務の実施）  

第４ 条  業務責任者は、 甲の指定する 監督員の監督のも と 、 別に定める 仕様書に基づき 情報収集業務を

行う も のと する 。  

２  情報収集業務の実施に際し ては、 関係法令を遵守する こ と 。  

 

（ 費用の請求）  

第５ 条  甲の要請に基づき 乙が実施し た情報収集業務の費用は、 原則と し て甲が負担し 、 乙は業務完了

後に甲に費用を請求でき る も のと する 。  

２   前項に規定する 費用については、 災害発生直前における 適正価格を基準と し て、 甲、 乙協議の上、

決定する も のと する 。  

３  第３ 条第１ 項第２ 号に基づく 情報提供及び同条同項第３ 号に基づく 訓練への協力については、 原則、

無償と する 。 ただし 、 実費で必要と なる 費用については、 事前に甲、 乙協議の上、 決定する も のと す

る 。  

 

（ 有効期間）  

第６ 条  こ の協定の有効期間は、 こ の協定の締結の日から 令和４ 年３ 月 31 日ま でと する 。 ただし 、 有

効期間満了の日の１ か月前ま でに、 甲又は乙から 何ら かの意思表示のないと き は、 当該有効期間満了

の翌日から 更に１ 年間更新さ れたも のと みなす。 その後においても 、 同様と する 。  

 

（ 疑義等の決定）  

第７ 条  こ の協定に定めのない事項又はこ の協定に関し 疑義の生じ た事項については、 必要に応じ て、

甲、 乙協議の上、 決定する も のと する 。  
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こ の協定の締結を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲、 乙記名押印の上、 各自その１ 通を保有する も

のと する 。  

 

令和３ 年 10 月 13 日 

甲  三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

  伊勢市 

伊勢市長 鈴木 健一 

 

 

乙  三重県伊勢市楠部町 248-1 

稲穂株式会社 

代表取締役  西村 和哲  
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１ ３ ２  災害時における 無人航空機によ る 情報収集に関する 協定書 

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と  MEI WA DRONE WORKS（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 災害時における 無人

航空機によ る 情報収集業務（ 以下「 情報収集業務」 と いう 。） に関し て、 次のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 目的）  

第１ 条  こ の協定は、 甲の行政区域内で災害が発生し 、 無人航空機を利用し た被災状況の確認が必要で

ある 場合において、 無人航空機を利用し 被災状況等の情報を収集する こ と を目的と する 。  

 

（ 対象と する 災害）  

第２ 条  こ の協定において「 災害」 と は、 災害対策基本法（ 昭和 36 年法律第 223 号） 第２ 条第１ 項第

１ 号に定める 災害をいう 。  

 

（ 協力要請）  

第３ 条 災害時において、 甲は乙に対し 、 情報収集業務と し て次の事項について協力要請を する こ と が

でき る 。  

（ １ ） 被災状況等の画像ま たは動画の撮影およ びデータ 提供。  

（ ２ ） 無人航空機の利活用に関する 情報提供。  

（ ３ ） 甲が実施する 防災訓練等への参加。  

（ ４ ） その他、 必要と 認めら れる 事項 

２  協力の要請は、 協力要請書（ 別記様式第１ 号） によ り 行う も のと する 。 ただし 、 緊急を要する 場合

は、 電話等によ り 要請する こ と ができ る も のと し 、 事後速やかに当該要請書を 提出する も のと する 。 

３  乙は、 前項の規定によ る 要請があり 、 業務実施における 従事者の生命や身体の安全が確保でき る 場

合及び無人航空機が安全に飛行でき る と 判断さ れる 場合は、 要請に応じ る も のと し 、 速やかに情報収

集業務を実施する 。  

４  情報収集業務の場所及び期間等は、 協力要請書（ 別記様式第１ 号） によ る も のと する 。  

 

（ 業務の実施）  

第４ 条  業務責任者は、 甲の指定する 監督員の監督のも と 、 別に定める 仕様書に基づき 情報収集業務を

行う も のと する 。  

２  情報収集業務の実施に際し ては、 関係法令を遵守する こ と 。  

 

（ 費用の請求）  

第５ 条  甲の要請に基づき 乙が実施し た情報収集業務の費用は、 原則と し て甲が負担し 、 乙は業務完了

後に甲に費用を請求でき る も のと する 。  

２   前項に規定する 費用については、 災害発生直前における 適正価格を基準と し て、 甲、 乙協議の上、

決定する も のと する 。  

３  第３ 条第１ 項第２ 号に基づく 情報提供及び同条同項第３ 号に基づく 訓練への協力については、 原則、

無償と する 。 ただし 、 実費で必要と なる 費用については、 事前に甲、 乙協議の上、 決定する も のと す

る 。  

 

（ 有効期間）  

第６ 条  こ の協定の有効期間は、 こ の協定の締結の日から 令和４ 年３ 月 31 日ま でと する 。 ただし 、 有

効期間満了の日の１ か月前ま でに、 甲又は乙から 何ら かの意思表示のないと き は、 当該有効期間満了

の翌日から 更に１ 年間更新さ れたも のと みなす。 その後においても 、 同様と する 。  

 

（ 疑義等の決定）  

第７ 条  こ の協定に定めのない事項又はこ の協定に関し 疑義の生じ た事項については、 必要に応じ て、

甲、 乙協議の上、 決定する も のと する 。  

 

 

 

 

こ の

のと す

 

令和
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こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲、 乙記名押印の上、 各自その１ 通を保有する も

のと する 。  

 

令和３ 年 10 月 13 日 

甲  三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

  伊勢市 

伊勢市長 鈴木 健一 

 

 

乙  三重県多気郡明和町大字坂本１ ４ ２ ０ 番地 

MEI WA DRONE WORKS 

代表  冨内 正弥 

  

の協定の締結を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲、 乙記名押印の上、 各自その１ 通を保有す

する 。  

令和３ 年 10 月 13 日 

甲  三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

  伊勢市 

伊勢市長 鈴木 健一 

乙  三重県多気郡明和町大字坂本１ ４ ２ ０ 番地 

MEI WA DRONE WORKS 

代表  冨内 正弥 
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（ 別記様式第１ 号）  

 

年  月  日 

       様 

 

 

伊勢市長 鈴木 健一 

 

協力要請書 

 

災害時における 無人航空機によ る 情報収集に関する 協定書第第３ 条第２ 項の規定に基づき 、 次のと

おり 協力を要請し ま す。  

 

１ ． 実施概要 

 

２ ． 実施場所 

 

３ ． 実施期間    年  月  日から   年  月  日ま で 

 

４ ． 監督員の所属、 職・ 氏名及び連絡先 

 （ １ ） 所属      部   課   係 

 （ ２ ） 職・ 氏名    

 （ ３ ） 連絡先 

 

５ ． その他 

  

別記様式第１ 号）  

年  月 

       様 

伊勢市長 鈴木 

協力要請書 

災害時における 無人航空機によ る 情報収集に関する 協定書第第３ 条第２ 項の規定に基づき 、 次

協力を要請し ま す。  

実施概要 

実施場所 

 

実施期間    年  月  日から   年  月  日ま で 

監督員の所属、 職・ 氏名及び連絡先 

） 所属      部   課   係 

） 職・ 氏名    

３ ） 連絡先 

その他 
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１ ３ ３  災害時における 下水道施設の応急復旧業務に関する 協定書（ 株式会社 石垣名古屋支店）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 株式会社 石垣 名古屋支店（ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 地震

その他の災害（ 以下「 災害等」 と いう 。） によ り 甲が維持管理する 下水道施設が被災し たと き に行う

応急復旧業務に関し 、 次のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 目的）  

第1条 こ の協定は、乙の甲に対する 協力に関し て基本事項を 定め、災害等によ り 被災し た維持管

理する 下水道施設の機能の早期復旧に資する こ と を 目的と する 。  

 

（ 協力要請）  

第2条 甲は、 乙に対し 災害等によ り 被災し た下水道施設の復旧に関し 、 応急復旧業務を 要請する

こ と ができ る も のと する 。 こ の場合、 甲の責任者から 乙の責任者に対し 応急復旧内容を 記載し た

文書を 提出する こ と によ り 応急復旧業務要請を 行う も のと する 。 ただし 、 緊急時の応急復旧業務

要請は、 文書によ ら ず電話等で行う こ と ができ る も のと する 。 こ の場合、 甲は乙に対し 、 後日速

やかに応急復旧業務要請書を 提出する も のと する 。  

２  乙は、 前項の規定によ り 甲の要請する 業務を 行う ために、 必要な人員・ 機材等をも っ て要請さ

れた業務を 遂行し なければなら ない。  

 

（ 応急復旧業務）  

第3条 こ の協定に基づき 、 乙が行う 応急復旧業務は、 次のと おり と する 。  

（ １ ） 被災し た下水道施設の応急復旧のために必要な業務 

（ ２ ） その他、 甲乙間で協議し 、 必要と 認めら れる 業務 

 

（ 費用）  

第4条 こ の協定に基づき 、 甲が乙に対し 要請し た業務に係る 費用は、 甲の負担と する 。  

 

（ 報告）  

第5条 乙は、 甲の要請によ り 行っ た応急復旧業務が終了し たと き は、 速やかに甲に対し 、 報告す

る も のと する 。  

 

（ 協定期間）  

第6条 こ の協定の有効期間は、 協定締結の日から 令和４ 年３ 月 31 日ま でと する 。 ただし 、 期間満

了の１ ヶ 月前ま でに、 甲乙双方から 書面によ る 協定解除の申出がない場合は、 期間満了の日から

起算し て１ 年間延長さ れる も のと し 、 以降も 同様と する 。  

 

（ その他）  

第7条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ たと き は、 その都度、 甲乙協

議し て定める も のと する 。  
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 こ の協定締結の証と し て本協定書２ 通を 作成し 、 甲、 乙記名押印のう え、 各自１ 通を 保有する 。 

 

 

 

令和３ 年 11 月 15 日 

 

 

                   甲  三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

                     伊勢市 

                      伊勢市長 鈴  木  健 一   

 

 

 

                   乙  愛知県名古屋市中区錦２ －４ －３  

                     株式会社 石垣 名古屋支店 

                      支店長 川原田  純  也 
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１ ３ ４  水道施設の災害に伴う 応援協定書（ 株式会社 フ ァ ノ バ中部支店）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 株式会社フ ァ ノ バ中部支店（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 地震、 風

水害、 事故その他によ る 水道施設被害（ 以下「 災害」 と いう 。） の発生時における 応援業務に関し 、

次のと おり 協定を 締結する 。  

 

（ 目的）  

第１ 条 こ の協定は、 災害の発生によ り 市民のラ イ フ ラ イ ン と し ての水道施設が被災し た場合、 速

やかに給水能力を 回復する ため、 甲の要請に基づき 乙が実施する 応援業務に関し 、 必要な事項を

定める も のと する 。  

 （ 応援要請）  

第２ 条 甲は、 災害の発生時において、 水道施設の被害によ り 乙の応援業務が必要である と 認めた

と き は、 こ れを乙に対し 要請する も のと する 。  

 （ 応援要請の手続き ）  

第３ 条 甲によ る 応援の要請は、 次の事項を明ら かにし 、 書面（ 様式第１ 号） によ り 行う も のと す

る 。 ただし 、 緊急を 要する 場合は、 口頭等によ り 要請を 行う こ と ができ る も のと し 、 後日速やか

に書面を 提出する も のと する 。  

（ １ ） 災害の状況 

（ ２ ） 必要と する 人員 

（ ３ ） 応援場所 

（ ４ ） 応援の内容及び期間 

（ ５ ） 前各号に掲げる も ののほか必要な事項 

 （ 応援要員の派遣）  

第４ 条 乙は、 前条の規定によ り 応援の要請を受けたと き は、 速やかに応援業務を行う ための体制

を 整え、 必要な人員、 車両等を 出動さ せ、 甲が行う 応援要請の内容に従う も のと する 。 応援にあ

たっ ては、 協力でき る 人員、 車両等の状況把握を行い、 甲へ報告する も のと する 。  

 （ 応援業務）  

第５ 条 乙が行う 応援業務は、 概ね次のと おり と する 。  

（ １ ） 電話対応 

（ ２ ） 応急給水活動 

（ ３ ） 広報活動 

（ ４ ） 前各号に掲げる も ののほか甲が要請する 業務 

 （ 報告）  

第６ 条 乙は、 甲よ り 要請さ れた応援業務が終了し たと き は、 その旨を 書面（ 様式第２ 号） によ り

甲に報告する も のと する 。  

 （ 経費の負担）  

第７ 条 こ の協定に基づき 、 乙が行った応援業務に要し た費用については、 甲が負担する も のと す

る 。 ただし 、 こ の費用の負担は、 水道料金等徴収業務委託契約の委託時間以外の時間帯（ 平日の

時間外、 休日等） において応援業務を 行っ た場合のみを 対象と する 。  
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２  前項に規定する 費用は、 前条の規定によ り 乙が提出する 報告書によ り 、 甲が定める 基準に基づ

き 甲が請求金額を 算定する も のと する 。  

３  乙所有の車両を 甲へ提供し た場合は、 甲は交通費（ 燃料費及び高速道路料金等） を 負担する こ

と と する 。  

４  甲は、 乙から 費用の請求があっ たと き は、 その費用を速やかに支払う も のと する 。  

 （ 労災補償）  

第８ 条 乙の応援従事者が応援業務によ り 負傷し 、 疾病にかかり 、 又は死亡し た場合は、 乙の労災

保険によ り 補償する も のと する 。  

 （ 連絡責任者）  

第９ 条 甲及び乙は、 災害情報の伝達を正確に行う ため、 連絡責任者を定める も のと する 。  

 （ 協議）  

第１ ０ 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定の内容に疑義が生じ た場合は、 その都度、 甲乙

が協議し て定める も のと する 。  

 （ 有効期間）  

第１ １ 条 こ の協定は、 協定締結の日から その効力を 有する も のと し 、 甲又は乙が文書を も っ て協

定の解除を 通知し ない限り 、 令和７ 年１ ２ 月３ １ 日ま でその効力を 持続する 。 ただし 、 水道料金

等徴収業務委託契約が継続さ れている 場合に限る 。  

 

 こ の協定の成立を 証する ため、 協定書を ２ 通作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自１ 通を 保有する

も のと する 。  

 

 

令和３ 年 12 月２ 日 

 

 

甲   三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

    伊勢市 

  伊勢市長  鈴 木  健 一 

 

 

乙   愛知県名古屋市中村区椿町１ 番１ ６ 号 

    井門名古屋ビ ル３ 階 

株式会社フ ァ ノ バ 中部支店 

  支 店 長  黒 川  和 善 
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様式第１ 号（ 第３ 条関係）  

年  月  日 

 

株式会社フ ァ ノ バ中部支店 

 支 店長         様  

 

 

伊勢市長               

 

水道施設の災害に伴う 応援業務について（ 要請）  

 
「 水道施設の災害に伴う 応援協定書」 第３ 条に基づき 、 下記のと おり 応援業務を要請し ます。  

記 

災 害 の 状 況 
□ 断水世帯 （ 約       世帯）  

□ その他  （                     ）  

応援業務の 内容 

□ 電話対応 

□ 応急給水活動 

□ 広報活動 

□ その他  （                     ）  

必 要 人 員 

     名 

内訳  電話対応     名、 応急給水活動     名 

    広 報活動     名 、 その他        名  

応 援 場 所 
伊勢市水道事業管轄内 

詳細は別途指示 

応 援 期 間     年   月  日  か ら     年  月   日  ま で 

そ の 他 
 

 

連 絡 責 任 者 

所 属 

氏 名 

連絡先 
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様式第２ 号（ 第６ 条関係）  

年  月  日 

 

 

 伊 勢市長         様 

 

株式会社フ ァ ノ バ中部支店 

支店長         

 

水道施設の災害に伴う 応援業務について（ 報告）  
 

「 水道施設の災害に伴う 応援協定書」 第６ 条に基づき 、 下記のと おり 報告し ま す。  

記 

応 援 実 施 期 間    年  月   日から    年   月  日 ま で（   日間）  

応 援 場 所 
□ 市内  （      箇 所              ）  

□ その他 （                      ）  

応援業務の 内容

及 び 人 数 

□ 電 話対応       名  （       日 間）  

□ 応急給水活動     名 （       日間）  

□ 広 報活動       名  （       日 間）  

□ その他        名 （       日間）  

   （ 応援内容                    ）  

業 務 実 績 

□ 時間外        名 （ 総時間数      時 間）  

□ 土日祝        名 （ 総時間数      時 間）  

□ 深夜（ 平日）      名 （ 総時間数      時間）  

□ 深夜（ 休日等）     名 （ 総時間数      時間）  

使 用 車 両 等 

□ 車両     台 （ 走行距離合計        ｋ ｍ）  

□ その他 （                      ）  

※費用は別途対応 

連 絡 責 任 者 

社 名 

氏 名 

連絡先 
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１ ３ ５  大規模災害時における 駐車場の一時使用に関する 協定書 

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。 ) と 株式会社キン グ観光（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 伊勢市内

で大規模災害が発生し 、 又は発生する おそれがある 場合（ 以下「 大規模災害時」 と いう 。 )

において、 乙が所有する 施設の駐車場の一時使用について、 次のと おり 協定を 締結する 。  

 

（ 趣旨)  

第１ 条 こ の協定は、 大規模災害時において、 乙の所有する 施設の駐車場を 市の物資集配

拠点の臨時駐車場や物資輸送車両の待機場所（ 以下「 臨時駐車場等」 と いう 。） と し て一

時使用する 場合における 必要な事項を 定める も のと する 。  

 

（ 対象と する 災害）  

第２ 条 こ の協定の対象と する 大規模災害と は、 多数の火災、 救助救急事故が発生する 次

の各号に掲げる も のと する 。  

（ １ ） 大規模地震災害 

（ ２ ） その他前号に掲げる 大規模な災害及び政府において激甚災害に指定さ れた災害 

 

（ 臨時駐車場)  

第３ 条 甲は、 次に掲げる 施設を 物資集配拠点の臨時駐車場等に使用する 。  

名 称 キン グ観光伊勢店 

所 在 地 伊勢市西豊浜町１ ７ ４ 番地６  

使用する 場所 キング観光伊勢店の平面駐車場及び立体駐車場 

 

（ 協力要請）  

第４ 条 甲は、 大規模災害時において、 前条に掲げる 乙の施設の一部を 臨時駐車場等と し

て一時使用する 必要がある と き は、 乙に対し 協力を 要請する 。  

２  前項に掲げる 一時使用する 期間は、 前項に規定する 協力要請を 行っ たと き から 概ね１

ヶ 月間と し 、 甲乙協議のう え決定する も のと する 。  

３  前２ 項の目的を 達する ため、 甲乙は互いに緊急時の連絡先を 報告し 、 随時更新する 。  

 

（ 協力要請の承認及び使用条件）  

第５ 条 乙の伊勢店は、 前条の規定によ る 要請を 受けたと き は、 物資集配拠点の円滑な運

営のため、 自己の自衛消防活動及び事業運営を 阻害し ない範囲内で、 臨時駐車場等と し

て使用さ せる こ と を 承認する も のと する 。 こ の場合において、 乙の伊勢店は、 必要があ

る と 認める と き は、 甲の職員を 当該臨時駐車場等へ派遣する よ う 要請する こ と ができ 、

甲はこ れに応じ て甲の職員を 当該臨時駐車場等へ派遣する も のと する 。  

 

（ 費用の負担）  

第６ 条 乙が協定に基づく 協力によ り 要し た費用は、 あら かじ め甲と 協議し た内容に基づ

き 、 甲が負担する も のと する 。  

２  乙が施設の一部を 甲に使用さ せたこ と に関し 発生し た損害のために生じ た費用は､そ

の損害が甲の責めに帰する 事由によ る 場合においては甲が負担する も のと し ､乙は､復旧

が完了し た後､こ れを 甲に請求する も のと する ｡ 
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（ 駐車場利用時の事故等に係る 責任)  

第７ 条 乙の伊勢店は、 臨時駐車場等を 使用し た際に発生さ せた事故等に対する 責任を 一

切負わないも のと する 。  

 

（ 協定の有効期間）  

第８ 条 こ の協定の有効期間は、 協定を 締結し た日から 令和４ 年３ 月 31 日ま でと する 。  

ただし 、有効期間満了日の前日ま でに甲、乙から 何ら の意志表示も ないと き は、こ の協

定は更に１ 年延長する こ と と し 、 その後も 同様と する 。  

 

（ その他)  

第９ 条 こ の協定に定める も ののほか、 こ の協定の実施について必要な事項は、 その都度

甲、 乙が協議し て定める も のと する 。  

 

こ の協定の成立を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲、 乙は記名押印のう え、 各１ 通を

保有する 。  

 

令和４ 年１ 月 25 日 

 

甲 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番 29 号 

         伊勢市 

伊勢市長 鈴木 健一 

 

 

               乙  桑 名市中央町 1-96 

                 株 式会社 キ ン グ観光 

代表取締役社長 権田 清 
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１ ３ ６  災害時における 支援協力に関する 協定書 

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 生活協同組合コ ープみえ（ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 次

のと おり 災害時における 支援協力に関する 協定を 締結する 。  

 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の協定は、伊勢市内で大規模な地震、風水害その他の災害（ 以下「 大規模災害」

と いう 。） が発生し た場合において、 甲において物資の確保を 図る ため、 その調達を 行う

必要が生じ たと き は、 甲が行う 物資の調達業務に対する 乙の協力に関し て、 必要な事項

を定める も のと する 。  

 

（ 物資の供給要請等）  

第２ 条 大規模災害が発生し た場合において、 甲が物資を 必要と する と き は、 甲は、 乙に

対し て供給要請書（ 第１ 号様式） によ り 乙の供給可能な保有商品（ 以下「 供給品」 と い

う 。） について輸送先を 定めて要請する も のと する 。 ただし 、 緊急を 要する と き は、 電話

等の方法によ り 要請し 、 後日速やかに供給要請書を 提出する も のと する 。  

 

（ 供給の実施）  

第３ 条 乙は、 甲から 前条の要請を 受けたと き は、 供給品を 優先し て供給する と と も に、

搬出に関し 積極的に協力する も のと する 。 こ の場合において、 乙は供給品を 出荷し たと

き は、 速やかに甲に対し 供給確認書（ 第２ 号様式） を 提出する も のと する 。  

 

 （ 供給品の範囲）  

第４ 条 甲が乙に要請する 供給品等は、 乙が保有ま たは調達可能な供給品と する 。  

 

 （ 運搬及び引渡し 等）   

第５ 条 乙が出荷する 供給品の運搬は、 甲及び甲の指定する 者が行う も のと し 、 輸送先に

おいて、 甲の責任者が数量等を確認の上、 こ れを 引き 取る も のと する 。  

２  乙が出荷する 供給品のみなら ず、 甲は乙に対し て甲が指定する 場所への物資の輸送等

の協力を 求める と き は、 乙は可能な限り 協力する も のと する 。 その際甲は乙に対し て集

荷物の品目情報や、 集荷およ び配送先等の必要な情報を 提供する 。  

 

（ 物資の供給に係る 経費の負担）  

第６ 条 乙の供給品の対価及び乙が運搬に従事し た場合に要し た経費は、 甲が負担する も

のと し 、 甲は、 速やかにこ れを支払う も のと する 。  

 

（ 供給品の価格等の決定）  

第７ 条 前条の規定によ り 甲が負担すべき 供給品の価格等は、 乙が提出する 供給確認書そ

の他甲が指定する 書類等に基づき 、 甲、 乙協議の上、 大規模災害発生時直前における 適

正価格を も っ て決定する も のと する 。  
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（ 災害補償）  

第８ 条 第５ 条２ の規定によ り 輸送に従事し た者が、 その責めに帰する こ と ができ ない事

由によ り 死亡し 、 負傷し 、 傷病にかかり 、 又は廃疾と なっ た場合の損害賠償は、 労働者

災害補償保険法（ 昭和 22 年法律第 50 号） によ り 行う も のと し 、 その適用がない場合は

甲乙協議のう え補償等の対応にあたる も のと する 。 ただし 、 当該従事者が他の法令によ

り 療養その他の給付若し く は補償を 受けたと き 、 又は事故の原因と なっ た第三者から 損

害賠償を 受けたと き は、 同一事故については、 こ れら の額の限度において補償の責めを

免れる も のと する 。  

 

 （ 損害賠償等）  

第９ 条 第５ 条の規定によ り 乙が運搬に協力し た場合において、 乙が運搬に使用し た車両

等の機材に損害が生じ たと き は、 当該損害が運搬従事者以外の者の行為であっ て、 当該

運搬従事者以外の者から 損害賠償を 受ける こ と ができ る 場合又は運搬従事者の故意若し

く は重大な過失によ る 場合を 除き 、 甲は、 その賠償の責めを負う も のと する 。  

２  運搬によ る 供給品に損害が生じ たと き は、 乙が同等品を 甲に補塡する も のと する 。  

 

（ 広域的な支援体制整備）  

第１ ０ 条 乙は、 他の生活協同組合等と の間の連携を 強化し 、 災害時における 生活協同組

合間相互支援の協定等、 広域的な支援が受けら れる 体制の整備に努める も のと する 。  

 

 （ 報告）  

第１ １ 条 こ の協定の確実な実行のために、 甲は、 乙に対し て、 その在庫品目、 数量等に

ついて報告を 求める こ と ができ る も のと する 。  

 

 （ 変更及び廃止）  

第１ ２ 条 乙は、 名称等を 変更し 又は閉店等、 災害活動場所と し ての機能を 廃止し たと き

は、 速やかにその旨を 甲に通知し なければなら ない。  

 

 （ 連絡責任者）  

第１ ３ 条 こ の協定に関する 連絡責任者は、 以下のと おり と する 。  

( 1) 甲： 伊勢市危機管理部長 

( 2) 乙： 生活協同組合コ ープみえ 伊勢セン タ ー長 

 

（ 有効期間）  

第１ ４ 条 こ の協定の有効期間は、 本協定の締結日から 1 年間と する 。 ただし 、 有効期間

満了の日前１ か月ま でに、 甲又は乙から 何ら かの意思表示がないと き は、 当該有効期間

満了の日の翌日から 更に１ 年間延長さ れたも のと みなす。 その後においても 、 同様と す

る 。  

 

（ 疑義等の決定）  

第１ ５ 条 こ の協定に定めのない事項又はこ の協定に関し 疑義等の生じ た事項については、

必要に応じ 、 甲、 乙協議の上、 決定する も のと する 。  

 

 こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲、 乙記名押印のう え、 各自その１

通を保有する も のと する 。  
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令和 ４ 年 ３ 月 ９ 日 

 

甲 伊勢市岩渕 1 丁目７ 番２ ９ 号 

伊勢市 

伊勢市長  鈴木 健一 

 

 

乙 三重県津市羽所町３ ７ ９ 番地 

              生 活協同組合コ ープみえ 

              理 事長   鈴 木 稔 彦 
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第 1 号様式（ 第２ 条関係）  

                                

                                 年  月   日  

 

 

              様  

 

 

                           伊 勢市長 （ 氏   名）  

 

 

供  給  要  請  書 

 

年  月  日付け「 災害時における 物資の調達及び供給に関する 協定書」 第２ 条によ り 、

次のと おり 物資の供給を要請し ま す。  

 

供 給 品( 商 品) 名 数 量 輸  送  先 備     考 
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第２ 号様式（ 第３ 条関係）  

 

 

供  給  確  認  書 

 

 

    年  月  日付け   第   号の供給要請書によ り 、 次の物資を 出荷し たこ と を 確

認し ま す。  

 

    年  月  日 

 

                    供 給者の所在地 

                    供  給 者 名 称 

                    代     表    者 

 

               

供 給 品（ 商 品） 名 数 量 輸  送  先 備     考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                    上記のと おり 供給を受けたこ と を 確認し ま す。  

 

                       伊 勢市    確 認者氏名 
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１ ３ ７  災害時等に福祉避難所と し て施設等を 使用する こ と に関する 協定書 

 

（ 趣旨）  

第 1 条 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会（ 以下「 乙」 と い

う 。） は、 伊勢市内に地震、 風水害やその他によ る 災害が発生し 、 又は発生の恐れがある 場合（ 以

下「 災害時等」 と いう 。） に際し 、 緊急の入院加療等を 必要と し ない者で、 市が開設し た指定避難

所では避難生活に支障をき たすなど 、 特別な配慮が必要な在宅の者（ 以下「 丙」 と いう 。） が乙の

施設等を福祉避難所と し ての使用の協力を 要請する こ と について、 必要な事項を 定める も のと す

る 。  

 

（ 施設の使用の要請）  

第２ 条 甲は、 丙が次に掲げる 施設を 福祉避難所と し て使用する こ と について、 乙に協力を 要請

でき る も のと する 。  

( 1)  施設名称 伊勢市重度身体障害者デイ サービ ス セン タ ーく じ ら  

( 2)  所在地  伊勢市黒瀬町字向山 516-12  

 

（ 協力の受諾）  

第３ 条 乙は、 甲から 第３ 条に定めら れた協力の要請を 受けたと き は、 でき る 限り 受諾する よ う

努める も のと する 。  

 

（ 要請の手続等）  

第４ 条 甲は、 第３ 条の規定によ り 施設等の使用について、 乙に協力を要請する 場合は、 あら か

じ め電話等で確認のう え、 次に掲げる 事項を 明ら かにし て書面で行う も のと する 。 ただし 、 緊急

を 要する 場合は、 こ の限り ではない。  

（ １ ） 丙の住所、 氏名、 心身の状況、 連絡先等 

（ ２ ） 身元引受人の住所、 氏名、 連絡先等 

（ ３ ） 使用する 期間 

 

（ 丙の移送）  

第５ 条 乙は、 甲の依頼があっ た場合は、 丙の自施設への移送を行う よ う 努める も のと する 。 た

だし 、 それによ り がたいと き は甲乙協議のう え決定する も のと する 。  

 

（ 物資の調達及び介護支援者の確保）  

第６ 条 甲は、 丙に係る 日常生活用品、 食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努める も のと

する 。  

 ２  甲は、 乙が丙を 適切に介護ができ る よ う ボラ ン ティ ア等の介護支援者の確保に努める も の

と する 。  

 

（ 経費の負担）  

第７ 条 丙が利用期間内に要し た経費については、 原則と し て協力を 要請し た甲の負担と する 。

ただし 、 甲が負担する 経費の価格については、 甲乙協議のう え決定する も のと する 。  

 

（ 受入可能人員等）  

第８ 条 甲及び乙は、 本協定締結後、 受入可能人員、 必要物資の調達等について、 あら かじ め協

議する も のと する 。  

 

（ 有効期限）  

第９ 条 こ の協定書の有効期限は、 毎年度末と し 、 甲乙双方に異議がない場合は翌年度において

も 自動的に更新さ れる も のと する 。  
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（ 協定の解除）  

第１ ０ 条 甲又は乙は、 こ の協定を 解除し よ う と する と き は、 ３ カ月前に文書で相手方に通知し

なければなら ない。  

 

（ 疑義の解決）  

第１ １ 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ たと き は、 その都度甲乙

協議し て定める 。  

 

こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を保有す

る 。  

 

令和３ 年４ 月１ 日 

 

   伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

甲  伊勢市 

伊勢市長 鈴木 健一 

 

   伊勢市御薗町長屋 2767 

乙  社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会 

   会 長 宮 崎 吉 博 
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１ ３ ８  災害時等に福祉避難所と し て施設等を 使用する こ と に関する 協定書 

 
（ 趣旨）  

第 1 条 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 社会福祉法人 恒心福祉会（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 伊

勢市内に地震、 風水害やその他によ る 災害が発生し 、 又は発生のおそれがある 場合（ 以下「 災害

時等」 と いう 。） に際し 、 緊急の入院加療等を 必要と し ない者で、 市が開設し た指定避難所では避

難生活に支障をき たすなど 特別な配慮が必要な在宅の者（ 以下「 丙」 と いう 。） が、 乙の施設等を

福祉避難所と し て使用する こ と について、 必要な事項を 定める も のと する 。  

 

（ 施設の使用の要請）  

第２ 条 甲は、 丙が次に掲げる 施設を福祉避難所と し て使用する こ と について、 乙に協力を要請でき る

も のと する 。  

( 1)  施設名称 特別養護老人ホーム ふたみ苑 

 

（ 協力の受諾）  

第３ 条 乙は、 甲から 第２ 条に定めら れた協力の要請を受けたと き は、 でき る 限り 受諾する よ う 努める

も のと する 。  

 

（ 要請の手続等）  

第４ 条 甲は、 第２ 条の規定によ り 施設等の使用について、 乙に協力を 要請する 場合は、 あら かじ め電

話等で確認のう え、 次に掲げる 事項を明ら かにし て書面で行う も のと する 。 ただし 、 緊急を要する 場

合は、 こ の限り ではない。  

（ １ ） 丙の住所、 氏名、 心身の状況、 連絡先等 

（ ２ ） 丙の身元引受人の住所、 氏名、 連絡先等 

（ ３ ） 使用する 期間 

 

（ 丙の移送）  

第５ 条 乙は、 甲の依頼があった場合は、 丙を 第２ 条に規定する 施設ま で、 移送を 行う よ う 努める も の

と する 。 ただし 、 それによ り がたいと き は甲乙協議のう え決定する も のと する 。  

 

（ 物資の調達及び介護支援者の確保）  

第６ 条 甲は、 丙に係る 日常生活用品、 食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努める も のと する 。 

 ２  甲は、 乙が丙を 適切に介護ができ る よ う ボラ ンティ ア等の介護支援者の確保に努める も のと する 。 

 

（ 経費の負担）  

第７ 条 丙が利用期間内に要し た経費については、原則と し て協力を要請し た甲の負担と する 。ただし 、

甲が負担する 経費の価格については、 甲乙協議のう え決定する も のと する 。  

 

（ 受入可能人員等）  

第８ 条 甲及び乙は、 本協定締結後、 受入可能人員、 必要物資の調達等について、 あら かじ め協議する

も のと する 。  

 

（ 有効期限）  

第９ 条 こ の協定の有効期間は、 協定締結の日から 令和５ 年３ 月 31 日ま でと する 。  

ただし 、 有効期間の満了する 日の３ か月前ま でに、 甲乙いずれから も 文書によ る 終了の意思表示が

ないと き は、 有効期間満了日の翌日から 起算し て１ 年間延長する も のと し 、 以降も ま た同様と する 。 

 

（ 疑義の解決）  

第１ ０ 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ たと き は、 その都度甲乙協議し

て定める 。  
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こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を保有する 。 

 

令和４ 年４ 月１ 日 

 

   伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

甲 伊勢市 

伊勢市長 鈴木 健一 

 

    志摩市阿児町鵜方 2555 番地 1 

  乙 社会福祉法人 恒心福祉会 

    理 事長 和 田 邦孝 
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１ ３ ９  物資拠点と し ての卸売市場内施設の一時使用及び運営協力に関する 協定書 

 

 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 伊勢志摩総合地方卸売市場株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。）、 伊

勢山田青果株式会社（ 以下「 丙」 と いう 。）、 株式会社伊勢魚類市場（ 以下「 丁」 と いう 。） 及び伊

勢食菜株式会社（ 以下「 戊」 と いう 。） と の間において､次のと おり 協定を 締結する ｡ 

 

(  趣旨 )  

第１ 条 こ の協定は､伊勢市内で大規模災害が発生し ､又は発生する おそれがある 場合（ 以下「 大

規模災害時等」 と いう 。） において､卸売市場内にある 施設の一部を 市の物資拠点と し て一時使用

する 場合における 必要な事項を 定める も のと する ｡ 

 

(  対象と する 災害 )  

第２ 条 こ の協定の対象と する 大規模災害と は､多数の火災､救急救助事故が発生する 次の各号に

掲げる も のと する 。  

（ 1） 大規模地震災害 

（ 2） その他前号に準じ る 大規模な災害およ び政府において激甚災害に指定さ れた災害 

 

(  物資拠点 )  

第３ 条 甲は、 次に掲げる 施設を 物資拠点と し て指定し 、 その旨を 地域防災計画等で公表する も

のと する 。  

   位置  伊勢市西豊浜町１ ４ １ 番地１  

名称  伊勢志摩総合地方卸売市場 

 

(  協力要請 )  

第４ 条 甲は、 大規模災害時等において、 前条に掲げる 卸売市場の一部を物資拠点と し て一時使

用する 必要がある と き は、 乙に対し 協力を 要請する 。  

２  前項に掲げる 一時使用する 期間は、 前項に規定する 協力要請を 行ったと き から 概ね１ ヶ 月間

と し 、 甲乙協議のう え決定する も のと する 。  

３  前２ 項の目的を 達する ため、 甲乙は互いに緊急時の連絡先を報告し 、 随時更新する 。  

 

(  協力体制 )  

第５ 条 乙、 丙、 丁及び戊は、 あら かじ め協力内容について甲と 協議し 、 協力体制を 明ら かにし

ておく も のと する 。  

２  前項の内容に変更が生じ た場合、 乙、 丙、 丁及び戊は、 甲に報告する も のと する 。  

 

(  発災時の対応 )  

第６ 条 乙、 丙、 丁及び戊は、 大規模災害時等において甲から 協力要請があっ た場合、 速やかに

物資拠点と し ての機能を果たせる よ う 、 施設の開錠など 必要な措置を 講じ る も のと する 。  

２  乙、 丙、 丁及び戊は、 前項で定める 措置を行っ た後、 あら かじ め甲と 協議し た内容に基づ

き 、 物資拠点の運営に協力する 。  

 

(  費用の負担 )  

第７ 条 乙、 丙、 丁及び戊が協定に基づく 協力によ り 要し た費用は、 あら かじ め甲と 協議し た内

容に基づき 、 甲が負担する も のと する 。  

２  甲の使用によ り 施設に損害が発生し た際、 その損害が甲の責めに帰する 事由によ る 場合にお

いては甲が負担する も のと し 、 復旧が完了し た後､こ れを 甲に請求する も のと する ｡ 

   

(  訓練等 )  

第８ 条 甲、 乙、 丙、 丁及び戊は、 こ の協定の効果的な運用を 図る ため、 相互およ び合同訓練等

の実施に努める も のと する ｡ 
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 (  協定の有効期間 )  

第９ 条 こ の協定の有効期間は、 協定締結の日から 起算し て１ 年間と する 。 ただし 、 期間満了日

前３ ０ 日ま でに甲、 乙、 丙、 丁及び戊から 何ら の意志表示も ないと き は、 こ の協定は更に１ 年間

延長さ れたも のと みなし 、 以後こ の例によ る 。  

 

(  その他 )  

第 10 条 こ の協定に定める も ののほか、 こ の協定の実施について必要な事項は、 その都度甲、

乙、 丙、 丁及び戊が協議し て定める も のと する 。  

 

こ の協定の締結を 証する ため、 本書５ 通を 作成し 、 甲、 乙、 丙、 丁及び戊記名押印のう え、 各１

通を 保有する 。  

   

令和 4 年５ 月９ 日  

 

甲  三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

   伊 勢市          

伊勢市長 鈴 木 健 一 

 

 

乙  三重県伊勢市西豊浜町１ ４ １ 番地１  

伊勢志摩総合地方卸売市場株式会社 

代表取締役     鈴 木  健  一  

 

 

丙  三重県伊勢市西豊浜町１ ４ １ 番地 

   伊勢山田青果株式会社 

   代表取締役社長  下 村 成 司 

 

 

丁  三重県伊勢市西豊浜町１ ４ １ 番地 

   株式会社伊勢魚類市場 

   代表取締役社長  大 西 孝 明 

 

 

戊  三重県伊勢市西豊浜町１ ４ １ 番地 

   伊勢食菜株式会社 

   代表取締役社長  伊 藤 博 也 
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１ ４ ０  災害時における 災害備蓄用パンの供給に関する 協定書 

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 社会福祉法人ベテス タ （ 以下「 乙」 と いう 。） は、 伊勢市内に地

震、 風水害等によ る 大規模災害が発生し た場合（ 以下「 災害時」 と いう 。） 災害備蓄用パンの供給に

ついて、 次のと おり 協定を 締結する 。  

 

（ 目的）  

第１ 条 こ の協定は、災害時に甲が乙に対し 避難住民等への災害備蓄用パン の供給協力に関する 事

項について定める も のと する 。  

 

（ 協力要請）  

第２ 条 災害時において、 甲が災害備蓄用パン を必要と する と き には、 乙に対し 、 様式１ をも っ て

要請を 行う こ と と する 。 ただし 、 緊急を 要する と き は口頭又は電話等で要請し 、 その後速やかに

様式１ を 提出する も のと する 。  

 

（ 乙の責務）  

第３ 条 前条によ る 供給要請があっ た場合は、 乙は可能な限り の協力を行う も のと し 、 速やかに供

給可能数量について甲に様式２ をも っ て報告する も のと する 。  

 

（ 供給の内容）  

第４ 条 乙が供給する 品目は、 災害備蓄用パンと する 。  

２  乙は、 前項の供給の内容について様式２ をも っ て報告する も のと する 。  

 

（ 費用の負担）  

第５ 条 甲は乙に対し 、 乙が供給し た災害備蓄用パン の費用を 負担する も のと する 。  

２  乙は、 前項の費用等を 集計し 、 災害時直前における 価格を 基準と し 、 甲、 乙協議のう え速やか

に決定し 、 支払いを 行う も のと する 。  

 

（ 協定の効力）  

第６ 条 こ の協定の締結期間は、 協定締結の日から 令和５ 年３ 月 31 日ま でと する 。 ただし 、 有効

期間満了の１ か月前ま でに、 甲乙いずれから も 文書によ る 終了の意思表示がないと き は、 当該有

効期間満了日の翌日から 起算し て１ 年間延長する も のと し 、 以後も ま た同様と する 。  

（ その他）  

第７ 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都度、

甲乙が協議し て定める も のと する 。  

   

 こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その 

１ 通を 保有する 。  

 

令和４ 年５ 月 16 日 

 

甲 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番 29 号 

伊勢市 

                  伊勢市長 鈴 木 健一 

 

 

乙 松阪市稲木町 1008 番地 

社会福祉法人 ベテス タ  

理事長 小林 孝重 
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様式１  物資供給要請書（ 第２ 条関係）  

 

年  月   日  

 

社会福祉法人 べテス タ  

理事長          様  

 

伊勢市長           

 

災害時における 災害備蓄用パン の供給に係る 協力要請について 

 

「 災害時における 災害備蓄用パンの供給に関する 協定書」 に基づき 、 下記のと おり 要請し ま

す。  

なお、 本要請に対する 措置の状況を 、 第４ 条第２ 項に定める 様式２ によ り 報告願いま す。  

 

記 

 
供給を 必要と する 災害備蓄用パン の内容等 

要請期間 要請物資 要請数量 搬入希望場所 
 月 日 
～ 月  日  

   

※要請数量は１ 日あたり の数量である 。  

 
問い合わせ先             

担当             
電話             
FAX             

E -m a il             
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様式２  措置状況報告書（ 第３ 条関係）  

 

年  月   日  

 

伊勢市長          様  

 

社会福祉法人 べテス タ  

理事長         

 

災害時における 災害備蓄用パン の供給に係る 協力要請について 

 

「 災害時における 災害備蓄用パンの供給に関する 協定書」 に基づき 、 措置の状況を下記のと お

り 報告し ま す。  

 

記 

 
供給を 必要と する 災害備蓄用パン の内容等 

実施年月日 出荷物資 出荷数量 搬入場所 
    

 
問い合わせ先             

担当             
電話             
FAX             

E -m a il             
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１ ４ １  災害時における 無人航空機によ る 情報収集に関する 協定書 

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と  NPO法人チーム・ さ く ら （ 以下「 乙」 と いう 。） は、 災害時における

無人航空機によ る 情報収集業務（ 以下「 情報収集業務」 と いう 。） に関し て、次のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 目的）  

第１ 条  こ の協定は、 甲の行政区域内で災害が発生し 、 無人航空機を利用し た被災状況の確認が必要で

ある 場合において、 無人航空機を 利用し 被災状況等の情報を収集する こ と を 目的と する 。  

 

（ 対象と する 災害）  

第２ 条  こ の協定において「 災害」 と は、 災害対策基本法（ 昭和 36 年法律第 223 号） 第２ 条第１ 項第

１ 号に定める 災害をいう 。  

 

（ 協力要請）  

第３ 条 災害時において、 甲は乙に対し 、 情報収集業務と し て次の事項について協力要請を する こ と が

でき る 。  

（ １ ） 被災状況等の画像ま たは動画の撮影およ びデータ 提供。  

（ ２ ） 無人航空機の利活用に関する 情報提供。  

（ ３ ） 甲が実施する 防災訓練等への参加。  

（ ４ ） その他、 必要と 認めら れる 事項 

２  協力の要請は、 協力要請書（ 別記様式第１ 号） によ り 行う も のと する 。 ただし 、 緊急を要する 場合

は、 電話等によ り 要請する こ と ができ る も のと し 、 事後速やかに当該要請書を 提出する も のと する 。 

３  乙は、 前項の規定によ る 要請があり 、 業務実施における 従事者の生命や身体の安全が確保でき る 場

合かつ無人航空機が安全に飛行でき る と 判断さ れる 場合は、 要請に応じ る も のと し 、 速やかに情報収

集業務を 実施する 。  

４  情報収集業務の場所及び期間等は、 協力要請書（ 別記様式第１ 号） によ る も のと する 。  

 

（ 業務の実施）  

第４ 条  乙は、 甲の指定する 監督員の監督のも と 、 別に定める 仕様書に基づき 情報収集業務を行う も の

と する 。  

２  情報収集業務の実施に際し ては、 関係法令を 遵守する こ と 。  

 

（ 費用の請求）  

第５ 条  甲の要請に基づき 乙が実施し た情報収集業務の費用は、 原則と し て甲が負担し 、 乙は業務完了

後に甲に費用を請求でき る も のと する 。  

２   前項に規定する 費用については、 災害発生直前における 適正価格を 基準と し て、 甲、 乙協議の上、

決定する も のと する 。  

３  第３ 条第１ 項第２ 号に基づく 情報提供及び同条同項第３ 号に基づく 訓練への協力については、 原則、

無償と する 。 ただし 、 実費で必要と なる 費用については、 事前に甲、 乙協議の上、 決定する も のと す

る 。  

 

（ 有効期間）  

第６ 条  こ の協定の有効期間は、 こ の協定の締結の日から 令和５ 年３ 月 31 日ま でと する 。 ただし 、 有

効期間満了の日の１ か月前ま でに、 甲又は乙から 何ら かの意思表示のないと き は、 当該有効期間満了

の翌日から 更に１ 年間更新さ れたも のと みなす。 その後においても 、 同様と する 。  

 

（ 疑義等の決定）  

第７ 条  こ の協定に定めのない事項又はこ の協定に関し 疑義の生じ た事項については、 必要に応じ て、

甲、 乙協議の上、 決定する も のと する 。  
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こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲、 乙記名押印の上、 各自その１ 通を保有する も

のと する 。  

 

令和４ 年６ 月１ ５ 日 

甲  三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

  伊勢市 

伊勢市長 鈴木 健一 

 

 

乙  三重県津市長岡町 800-467 

Ｎ Ｐ Ｏ 法人チーム・ さ く ら  

  理 事長  村山 和 隆 

  

の協定の締結を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲、 乙記名押印の上、 各自その１ 通を保有す

する 。  

令和４ 年６ 月１ ５ 日 

甲  三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

  伊勢市 

伊勢市長 鈴木 健一 

乙  三重県津市長岡町 800-467 

Ｎ Ｐ Ｏ法人チーム・ さ く ら  

  理 事長  村山 和 隆 
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（ 別記様式第１ 号）  

 

年  月  日 

       様 

 

 

伊勢市長 鈴木 健一 

 

協力要請書 

 

災害時における 無人航空機によ る 情報収集に関する 協定書第第３ 条第２ 項の規定に基づき 、 次のと

おり 協力を要請し ま す。  

 

５ ． 実施概要 

 

６ ． 実施場所 

 

７ ． 実施期間    年  月  日から   年  月  日ま で 

 

８ ． 監督員の所属、 職・ 氏名及び連絡先 

 （ １ ） 所属      部   課   係 

 （ ２ ） 職・ 氏名    

 （ ３ ） 連絡先 

 

５ ． その他 
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１ ４ ２  災害発生時における 緊急応急対策業務に関する 協定の締結について 

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 株式会社ク ボタ 中部支社（ 以下「 乙」 と いう 。） 及びク ボタ 環境エン

ジニアリ ング株式会社中部支店（ 以下「 丙」 と いう 。） は、 災害発生時における 緊急応急対策業務の実施

に関し 、 次のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 目的）  

第１ 条 こ の協定は、 災害発生時における 甲が所管する 下水道施設に係る 緊急応急対策業務（ 以下「 災

害応急対策業務」 と いう 。） について必要な事項を定める こ と によ り 、当該下水道施設の機能の確保及

び復旧を図り 、 も って市民が安心し て生活を 営むこ と ができ る 地域社会の実現に寄与する こ と を目的

と する  

 

（ 対象）  

第２ 条 こ の協定の対象と なる 災害は、 次に掲げる 原因によ り 生じ る も のと する 。  

一 暴風、 竜巻、 豪雨、 落雷、 豪雪、 洪水、 崖崩れ、 土石流、 地震、 噴火、 地滑り その他異常な自然

現象 

二 その他甲と 乙及び丙と の協議に定める も の 

２  対象と なる 下水道施設は、 次に掲げる も の（ 以下協定下水道施設） と する 。  

一 茶屋ポンプ場 

二 吹上ポンプ場 

ただし 、 対象は乙又は丙が納入し た機器に限る （ 別紙）  

 

（ 災害応急対策業務の内容）  

第３ 条 乙及び丙が行う 災害応急対策業務は、 次に掲げる も のと する 。  

一 災害の状況を確認する ために行う 現地調査 

二 協定下水道施設について、 暫定的な機能確保及び復旧 

三 災害査定に必要な設計図書その他関係書類の作成及び災害査定への立会 

 

（ 災害応急対策業務の要請の方法）  

第４ 条 甲は、 乙又は丙に災害応急対策業務を 要請し よ う と する 場合には、 次の各号に掲げる 事項を 可

能な限り 明ら かにし て書面によ り 行う も のと する 。 ただし 、 書面によ る こ と ができ ない場合には、 電

子メ ールの送信又はフ ァ ク シミ リ 装置を 用いた送信（ こ れら ができ ない時は、 電話又は口頭） によ り

当該要請を する こ と ができ る 。  

 一 災害の状況及び災害支援の内容 

 二 災害支援を 必要と する 日時、 場所及び期間 

 三 災害支援の際に必要と なる 機材、 薬品等の種類及び数量 

 四 甲の担当者と 連絡先 

 五 その他必要な事項 

２  前項ただし 書の場合においては、 甲は、 事後において速やかに、 乙又は丙に書面を交付する も のと

する 。  

 

（ 災害応急対策業務の実施）  

第５ 条 乙及び丙は、 前条の規定によ り 要請があった場合は、 その人員等に応じ て可能な範囲で、 第３

条に規定する 災害応急対策業務を実施する も のと する 。  

  

（ 災害応急対策業務の完了の報告）  

第６ 条 乙及び丙は、 前条の規定によ る 災害応急対策業務の全部又は一部を完了し たと き は、 作業時間

及び作業内容を書面によ り 甲に報告する も のと する 。 ただし 、 書面によ り 報告する 時間的余裕が無い

時は、 業務完了時には口頭で報告し 、 書面によ る 報告が可能と なっ た時点で、 遅延なく 書面を提出す

る こ と と する 。  
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（ 費用の負担）  

第７ 条 甲は、 乙又は丙が行っ た災害応急対策業務に要し た費用を 負担する も のと する 。  

２  乙及び丙は、 前項の費用と し て、 職員の人件費及び旅費、 使用し た機材又は薬品の代価、 復旧し た

設備費用等実費に相当する 額を甲に請求する も のと する 。  

３  甲は、 前項の規定によ る 請求があったと き は、 その内容を精査の上、 速やかに乙又は丙に支払う も

のと する 。  

  

（ 廃止）  

第８ 条 甲、乙又は丙においてこ の協定を継続でき ない事情が生じ たと き は、甲、乙及び丙が協議の上、

こ の協定を 廃止する こ と ができ る 。  

２  甲、 乙又は丙がこ の協定に違反し た場合においては、 甲、 乙及び丙のう ち当該違反の主体では無い

当事者は、 違反し た当事者への書面によ る 通告をも っ て、 こ の協定を廃止する こ と ができ る 。  

 

（ 事務局）  

第９ 条 こ の協定に基づく 災害応急対策業務に係る 事務局は、 次の通り と する 。  

 一 甲の事務局 伊勢市 上下水道部 上下水道総務課 

 二 乙の事務局 株式会社ク ボタ  中部支社 環境プラ ント 営業部 

 三 丙の事務局 ク ボタ 環境エンジニアリ ング株式会社 中部支店 

 

（ 協定の有効期間）  

第 10 条 こ の協定の有効期間は、 こ の協定を締結し た日から 令和５ 年３ 月 31 日ま でと する 。 ただし 、

有効期間の満了の日から １ 月前ま でに甲、 乙又は丙から 書面によ る 協定解除の申出がない場合は、 有

効期間の満了の日の翌日から 起算し て１ 年間有効期間を延長する も のと し 、 以後同様と する 。  

 

（ 協議事項）  

第 11 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定の内容に疑義がある 事項が生じ たと き は、 その都度

甲、 乙及び丙が協議の上定める も のと する 。  

 

こ の協定の締結を証する ため、 本書３ 通を作成し 、 甲、 乙及び丙が記名押印の上、 各自１ 通を 保有す

る 。  

 

 

 

 

 

令和４ 年６ 月 17 日 

 

              甲 三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番 29 号 

                伊勢市 

                 伊 勢市長 鈴 木  健  一  

 

乙 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 22 番 8 号 

株式会社ク ボタ  中部支社 

 支社長 枡 田 多 人 

                  

              丙 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 22 番 8 号 

ク ボタ 環境エンジニアリ ング株式会社 中部支店 

 支店長 西 野 雅 也 
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納入機場及び機器リ ス ト  
機場名： 茶屋ポンプ場 

住所： 伊勢市二見町茶屋 562 

主な納入機器 

NO 機器 仕様等 製造会社 形式 数量 単位 備考 

1 雨水ポンプ 

（ 1， 2 号）  

横軸斜流ポンプ 

Φ1, 200 

( 株) ク ボタ  DF-O型 2 台  

2 原動機（ 1 号）  ディ ーゼルエンジン 

204PS 

ダイ ハツ ディ

ーゼル( 株)  

M2SP-AL 1 台  

3 原動機（ 2 号）  ディ ーゼルエンジン 

210PS 

( 株) ヤンマー

エネルギーシ

ス テムズ 

S165L-T 1 台  

4 減速機（ 1 号）  横軸平行歯車減速機 

204PS 

阪神動力機械

( 株)  

DRP-512U 1 台  

5 減速機（ 2 号）  遊星歯車減速機 

210PS 

( 株) 東洋精密

造機 

210-PH-5. 8 1 台  

6 自動除塵機（ 2 号）  前面掻揚背面降下型 

W3600×L3200×3. 7kw 

ク ボタ 環境エ

ンジニアリ ン

グ( 株)  

 1 台  

 

機場名： 吹上ポンプ場 

住所： 伊勢市吹上二丁目 13-22 

主な納入機器 

NO 機器 仕様等 製造会社 形式 数量 単位 備考 

1 水中ポンプ（ 1， 2 号）  着脱式水中ポンプ 

Φ500 

( 株) ク ボタ  KS-D500 2 台  
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１ ４ ３  津波発生時における 津波緊急避難所と し ての使用に関する 協定書 

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 村田機械株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 津波が発生し 、 又は発生

する おそれがある 場合において、 乙が所有する 施設を 地域住民など の津波緊急避難所と し て使用する こ

と について、 次のと おり 協定を 締結する 。  

なお、 津波緊急避難所と は、 津波から 一時的に避難する 施設であり 、 避難生活を する 場所ではない。  

 

（ 使用物件）  

第１ 条 乙は、 乙が所有する 次に掲げる 施設を 津波緊急避難所と し て、 地域住民等に使用さ せる も のと

する 。  

施設名称 村田機械株式会社 伊勢事業所 

所在地 三重県伊勢市下野町 600 番地 10 

所有者 村田機械株式会社 

構造等 鉄骨造 ４ 階建て 

建築年月 平成 20 年６ 月 

使用場所 Ｅ 棟 ２ 階・ ３ 階の会議室及び廊下 

使用場所の面積 使用場所 合計 約 530 ㎡ 

２  甲は、 前項に規定する 施設（ 以下「 対象施設」 と いう 。） に地域住民等が避難し た際に使用する 必要

な用具等を設置する 場合は、 乙の了解の下にて行う も のと する 。  

 

３  乙は、 対象施設の増改築等によ り 、 対象施設の面積等に変更が生じ る 場合、 又は何ら かの事情によ

り 津波緊急避難所と し ての使用が不可能と なる と き には、 甲に連絡する も のと する 。  

 

（ 使用期間）  

第２ 条 対象施設の使用期間は、 緊急に避難が必要な津波が発生し 、 又は発生する おそれがある と き か

ら 、 乙及び地域住民等が津波緊急避難所と し ての役割の終了を確認し たと き ま でと する 。  

 

（ 目的外使用の禁止）  

第３ 条 甲及び地域住民は、 対象施設を津波緊急避難所以外の目的に使用し ないも のと する 。  

 

（ 費用負担）  

第４ 条 施設の使用料は無料と する 。  

 

（ 原状回復義務）  

第５ 条 甲は、 使用期間を 終えたと き は、 対象施設を 原状に回復し なければなら ない（ 地震、 津波等の

災害によ り 損傷し た部分を除く 。）。 こ の際、 地域住民等が施設の一部を 破損し なければ避難が困難であ

り 、 やむを得ず破損し たこ と が明ら かな箇所がある 場合は、 その回復に要する 費用の負担について、 甲

乙で協議を行う も のと する 。  

 

（ 施設の解錠）  

第６ 条 対象施設の解錠は、 乙の職員又は乙の指定する 者が行う も のと する 。  

 

（ 利用者責任）  

第７ 条 乙は、 対象施設に地域住民等が避難し た際に、 対象施設内において発生し た事故等に対する 責

任を 一切負わないも のと する 。  

 

（ 津波緊急避難所の表示、 公開）  

第８ 条 甲は、 施設の使用箇所等を 確認し たう えで津波緊急避難所と し て指定し 、 原則と し て、 それを

表示する 看板を設置し 、 ホームページ等を 用いて市民に対し て周知する も のと する 。  
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（ 有効期限）  

第９ 条 こ の協定は、 協定締結の日から その効力を 有する も のと し 、 甲乙が文書を も って協定の終了を

通知し ない限り 、 その効力を持続する も のと する 。  

（ 協議事項）  

第 10 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都度、

甲乙が協議し て定める も のと する 。  

 

 

こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を保有する 。  

 

令和４ 年７ 月 21 日 

                   

 

甲  三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番 29 号 

   伊勢市 

   伊勢市長  鈴木 健一 

 

 

乙  京都府京都市伏見区竹田向代町 136 

   村田機械株式会社 

伊勢事業所長 村田 三平  
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１ ４ ４  災害時等における 物資輸送及び輸送拠点の運営等に関する 協定書 

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 、 佐川急便株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 災害時等における 備蓄

物資及び支援物資（ 以下「 物資」 と いう 。） の受け入れ及び輸送、 輸送拠点等の運営等の協力に関し 、 次

のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 目的）  

第１ 条 こ の協定は、 伊勢市において大規模な地震、 風水害等の災害が発生し 、 又は発生する 恐れがあ

る 場合（ 以下「 災害時等」 と いう 。） において、 甲が乙に対し て物資輸送及び輸送拠点の運営等の支援協

力の要請をする こ と に関し 、 必要な事項を 定める こ と を目的と する 。  

 

（ 協力の内容）  

第２ 条 甲は、 乙に対し 、 甲の市域における 災害時等において必要と 認める と き は、 乙に対し 、 次に掲

げる 事項について協力を要請する こ と ができ る 。  

（ １ ） 甲が管理する 物資等の避難所等への輸送 

（ ２ ） 甲の設置する 輸送拠点の運営管理（ 物資の受入、 保管、 在庫管理、 コ ールセンタ ー等）  

（ ３ ） 乙又は乙の関係団体が管理する 施設の輸送拠点と し ての提供 

（ ４ ） 前各号に掲げる も ののほか、 必要と 認める 事項 

２  乙は、 甲から 前項の規定によ り 要請を 受けたと き は、 物資輸送及び輸送拠点の運営等の支援協力に

可能な範囲内で対応する よ う 努める も のと する 。 ただし 、 乙が被災等によ り 支援が困難と 判断し た場合

は、 こ の限り ではない。  

 

（ 要請手続）  

第３ 条 甲が前条に掲げる 支援協力を受けよ う と する と き は、 必要事項を 明記し て、 要請書（ 様式１ ）

をも って乙に要請する も のと する 。 ただし 、 緊急を 要する と き は、 口頭で申出を行い、 事後速やかに文

書を 提出する も のと する 。  

２  乙は、 前項の要請によ り 実施し た協力内容について、 実績報告書（ 様式２ ） にて甲に報告する も の

と する 。  

 

（ 費用負担）  

第４ 条 甲の要請によ り 乙が協力に要し た費用は、 甲が負担する も のと する 。  

２  前項に規定する 費用は、 災害発生直前における 適正価格を基準と し 、 甲と 乙が協議の上速やかに決

定する 。  

 

（ 費用の支払）  

第５ 条 前条第１ 項に規定する 費用は、 乙の請求によ り 甲が支払う も のと する 。  

２  甲は、 前項の請求があったと き は、 その内容を 確認し 、 速やかに乙に支払う も のと する 。  

 

（ 事故等）  

第６ 条 乙は、 業務の実施に際し 、 事故等が発生し たと き は、 甲に対し て文書によ り 報告し 、 甲乙協議

の上、 適切な措置を講じ る も のと する 。 ただし 、 文書をも って報告する いと ま がない場合には、 口頭に

よ る も のと し 、 その後速やかに文書によ り 報告する も のと する 。  

 

（ 損害の負担）  

第７ 条 物資の受入及び配送等によ り 生じ た損害の負担は、 甲乙協議し て定める 。 ただし 、 乙の責に帰

する 理由によ り 生じ た損害の負担は、 乙が負う も のと する 。  

 

（ 補償）  

第８ 条 本協定に基づき 乙が実施する 業務に従事し た者が、 当該者の責に帰する こ と ができ ない理由に

よ り 、 負傷し 、 疾病にかかり 、 又は死亡し た場合の災害補償は、 乙の責任において行う も のと する 。 た

だし 、 甲の責に帰する べき 事由によ る 場合は、 こ の限り でない。  
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（ 連絡体制の整備）  

第９ 条 甲及び乙は本協定に関する 連絡責任者を 選定し 、 相互に書面によ り 通知する も のと し 、 変更が

あった場合はその都度通知する も のと する 。  

 

（ 平常時の連携）  

第 10 条 本協定に定める 事項を 円滑に推進する ため、 甲及び乙は平時から 災害時等に関する 情報を共

有する よ う 努め、 ま た必要に応じ 協議を行う も のと する 。  

２  乙は、 甲から 要請があっ たと き は、 業務に支障のない範囲で甲が実施する 訓練等に参加し 、 連携の

強化を図る も のと する 。  

 

（ 守秘義務）  

第 11 条 甲及び乙は、 協力業務を行う 場合において知り 得た秘密情報を、 第三者に漏ら し てはいけな

い。 業務終了後又は解除さ れた後についても 同様と する 。  

 

（ 有効期間）  

第 12 条 こ の協定は、 協定締結の日から 効力を有する も のと し 、 甲又は乙が文書をも って協定の終了

を通知し ない限り 、 その効力を 有する も のと する 。  

 

（ 協議）  

第 13 条 こ の協定に定めのない事項又は疑義を生じ た事項については、 その都度、 甲と 乙が協議の上

決定する も のと する 。  

 

こ の協定の成立を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 記名押印の上各自１ 通を保有する 。  

 

令和４ 年 10 月 17 日 

甲 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

伊勢市  

伊勢市長  鈴木 健一 

  

乙 愛知県小牧市三ツ 渕作 1350 

佐川急便株式会社 中京支店 

執行役員 

中京支店長 森 裕一郎 
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様式１ （ 第３ 条関係）  

                            年   月   日  

 

佐川急便株式会社中京支店 

支店長        様 

                      

                          伊勢市長                     

 

 

 要 請 書 

 

「 災 害 時 等 に お け る 物 資 輸 送 及 び 輸 送 拠 点 の 運 営 等 に 関 す る 協 定 書 」 第３ 条によ り 、下

記のと おり 協力を 要請し ま す。  

 

記 

 

１  支援内容 

□ 市が管理する 物資等の避難所等への輸送 

□ 市の管理する 輸送拠点の運営管理 

□ 佐川急便株式会社中京支店の管理する 物資拠点の輸送拠点と し ての提供 

□ 佐川急便株式会社中京支店の管理する 輸送拠点の運営管理 

□ その他 

 

２  要請内容 

・   必要と する 車両数  台、 人員  人、 資機材（            ）  

・  輸送拠点 

・  輸送品目 

品    名  数 量 品    名  数 量 

    

    

    

    

    

 

３  その他参考と なる 事項 
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様式２ （ 第３ 条関係）  

                            年   月   日  

 

 伊勢市長 様 

                      

                  佐川急便株式会社中京支店 

 支 店長        ㊞  

 

 

 実績報告書 

 

    年  月  日付で要請のあった業務が終了し ま し たので、 次のと おり 報告し ま す。  

 

記 

 

１  支援内容 

□ 市が管理する 物資等の避難所等への輸送 

□ 市の管理する 輸送拠点の運営管理 

□ 佐川急便株式会社中京支店の管理する 物資拠点等の輸送拠点と し ての 

提供 

□ 佐川急便株式会社中京支店の管理する 輸送拠点の運営管理 

□ その他 

 

２  実施内容 

・   使用し た車両数  台、 人員  人、 資機材（              ）  

・  輸送拠点 

・  輸送品目 

品    名  数 量 品    名  数 量 

    

    

    

    

    

 

３  その他参考と なる 事項
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１ ４ ５  災害時における 石油類燃料及び生活用水等の供給に関する 協定 

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と ベス ト パート ナー株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 伊勢市内

に地震等によ る 大規模災害が発生し た場合（ 以下「 災害時」 と いう 。） における 石油類燃料及び生活

用水等の供給に関し て、 次のと おり 協定を 締結する 。  

 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の協定は、 災害時に必要な石油類燃料の調達及び供給、 なら びに乙の所有する 水泳施設

のプール、 井戸等の水を 生活用水等と し て供給する 場合における 必要な事項を 定める も のと する 。 

 

（ 協力体制の確保）  

第２ 条 災害時に必要な石油類燃料の調達及び供給、 なら びに水泳施設のプール及び井戸等の水を

生活用水と し て供給する ため、甲は、乙に対し ての情報の提供及び必要な要請を 行う も のと する 。 

２  乙は、 災害時における 石油類燃料及び生活用水等の供給に関する 協定を 締結する にあたり 、 甲

の要請に備える こ と と する 。  

 

（ 協力する 内容）  

第３ 条 乙は、 甲の要請に基づき 、 乙が所有する 次に掲げる 施設の石油類燃料の供給、 水泳施設の

プール及び井戸等の水を 生活用水と し て供給する も のと する 。 ただし 、 乙が被災し たと き はこ の

限り ではない。  

（ １ ） 石油類燃料の供給 

施設名称 ベス パＳ . Ｓ .  

   所在地  伊勢市川端町 205-1 

（ ２ ） 水泳施設のプール及び井戸等の水を 生活用水と し て供給 

施設名称 ベス パス ポーツ ク ラ ブ 伊勢店 

   所在地  伊勢市川端町 203-2 

 

（ 支援協力の要請）  

第４ 条 甲は、 次の各号に掲げる 場合において、 乙に対し て前条の施設を 使用する にあたり 、 協力

要請する こ と ができ る 。  

（ １ ） 地震、 大規模な事故等の災害が発生し 、 又は発生する おそれがある 場合 

（ ２ ） その他市長が必要と 認めた場合 

２  第１ 項の要請は、 甲が乙に対し 、 電話又は口頭で要請し 、 その後、 速やかに文書を 提出する も

のと する 。  

３  乙は前項の要請があっ たと き は、 可能な範囲で協力に努める も のと する 。  

 

（ 石油類燃料の運搬）  

第５ 条 石油類燃料の運搬は、 甲又は甲が指定する 者が行う も のと する 。 ただし 、 甲の運搬が困難

な場合、 乙は可能な限り 運搬に協力する も のと する 。  

２  石油類燃料の引渡し について、 甲は、 当該引渡し 場所に職員を 派遣し 、 納品を 確認の上、 引き

取る も のと する 。  

 

（ 費用の負担）  

第６ 条 前２ 条に規定する 石油類燃料の対価及び運搬に要する 費用、 生活用水と し て供給さ れた水

の対価及び運搬等に要し た費用は、 甲が負担する も のと する 。  

２  前項に規定する 対価及び費用は、 甲乙協議の上、 決定する も のと する 。  

 

 

 

 

（ 補償）  
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第７ 条 甲は、 第５ 条の規定によ り 、 乙又は甲の指定によ り 運搬に従事し た者が、 その責に帰する

こ と ができ ない事由によ り 、 死亡し 、 負傷し 、 若し く は疾病にかかり 、 又は障害の状態になっ た

と き は、「 災害に伴う 応急措置の業務に従事し た者に対する 損害補償に関する 条例」（ 昭和 37 年

10 月 13 日三重県条例第 46 号） の規定に準じ て、 その損害を 補償する も のと する 。  

 

（ 防災意識の向上）  

第８ 条 乙は、日常的に石油類燃料の備蓄、緊急対応設備の整備等従業員の防災意識の向上に努め、

甲は、 乙に対し て必要な協力を 行う も のと する 。  

 

（ 災害時の協力事項の発動）  

第９ 条 こ の協定に定める 災害時の協力事項は、 原則と し て、 甲が「 伊勢市災害対策本部」 を 設置

し 、 乙に対し て要請を行っ たと き を も って発動する 。  

 

（ 協議事項）  

第 10 条 こ の協定に定めのない事項及び協定内容に疑義が生じ たと き は、 その都度甲乙が協議し

て定める も のと する 。  

 

（ 協定の有効期間）  

第 11 条 こ の協定は、 協定締結の日から 効力を 有し 、 甲又は乙が、 こ の協定を 終了さ せる 意思表

示がない限り その効力は継続する も のと する 。  

   

 

 こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その 

１ 通を 保有する 。  

 

 

令和４ 年１ １ 月１ 日 

 

甲 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番 29 号 

伊勢市 

伊勢市長 鈴木 健一 

 

 

 

乙 伊勢市川端町 205 番地の 1 

ベス ト パート ナー株式会社 

代表取締役社長 松田 丈輔 
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１ ４ ６  災害時における 電動車両等の支援に関する 協定書 

 

 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。）、 三重三菱自動車販売株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。） 及び三菱自動車工

業株式会社（ 以下「 丙」 と いう 。） と は、 災害時における 電動車両等の支援に関し 次の条項によ り 協定を

締結する 。  

 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の協定は、伊勢市内において災害（ 異常かつ激甚な非常災害をいう 。以下同じ 。）の発生時に、

甲、 乙及び丙が相互に連携し 、 円滑な災害応急対策を 実施する こ と を目的と し て、 電動車両等の貸与に

ついて必要な事項を定める と と も に、 平時においても 電動車両の災害の発生時における 有用性を 広く 地

域住民に周知し 、 甲、 乙及び丙が共に理解醸成に努める も のと する 。  

（ 電動車両等の種類）  

第２ 条 乙が甲に対し て貸与する 電動車両等は、 次に掲げる も のと する 。  

⑴ プラ グイ ンハイ ブリ ッ ド EV 

⑵ 電気自動車 

⑶ 前二号に掲げる も ののほか、 電気自動車から の外部給電に必要な機器 

（ 貸与の要請）  

第 3 条 甲は、 災害の発生時における 応急対策のため、 乙又は丙が保有する 電動車両等（ 第 2 条に規定

する 電動車両等を いう 。以下同じ 。）の貸与を 必要と する 場合（ 行政区内から 要請があった場合を 含む。）

は、 丙に対し 電話等によ り 当該貸与に係る 要請を行う も のと する 。 こ の場合において、 当該要請を受け

た丙は、 乙又は丙が貸与する こ と が可能な電動車両等を確認し 、 乙と 調整の上、 当該要請に係る 対応に

ついて甲に連絡する も のと する 。  

（ 以下、 電動車両等の貸与を行う 者を「 貸与者」 と いう 。）  

２  前項に規定する 連絡を受けた後、 甲は、 貸与者に対し 、 電動車両等の貸与について要請書（ 様式１

号） によ り 要請する も のと する 。  

３  貸与者は、 前項の規定によ り 要請があったと き は、 危険性を考慮し 、 業務に支障を来たさ ない範囲

で、 貸与者が保有する 電動車両等を甲に優先的に貸与する よ う 努める も のと する 。  

４  丙は、 第 2 項の規定によ り 甲が要請する 電動車両等の種類及び数量等に関し 、 乙が保有する 電動車

両等を貸与する こ と が困難な場合は、 電動車両等の確保に努める も のと する 。  

 

 

（ 電動車両等の引渡し 等）  

第４ 条 貸与者は、 前条第 2 項の規定によ る 要請を受け、 電動車両等を 甲に貸与する 場合は、 甲の指定

する 場所に運搬し 、 電動車両等の種類・ 数量について確認の上で、 甲が指定する 者に対し て引渡し を行

う も のと する 。  

２  貸与者は、 前項の規定によ り 、 電動車両等の引渡し を行った場合は、 速やかに口頭又は電話等によ

り 甲に連絡し 、 甲に対し て報告書（ 様式２ 号） を提出する も のと する 。  

（ 貸与期間）  

第５ 条 電動車両等の貸与期間は、 電動車両等の引渡し 日から 起算し て１ 週間程度と する 。 ただし 、 貸

与期間を変更する 必要がある 場合は、 甲乙丙協議の上、 決定する も のと する 。  

（ 電動車両等の返却）  

第６ 条 貸与者が甲に貸与し た電動車両等の返却時期及び返却場所については、 甲乙丙協議の上、 決定

する も のと する 。  

（ 費用負担）  

第７ 条 貸与期間中の電動車両等に係る 費用( 電気代、 燃料代、 その他消耗品等に係る 費用をいう 。 ) に

ついては、 甲が負担する も のと する 。  

２  前項の費用は、発災直前における 適正な価格を基礎と し て、甲乙丙協議の上、決定する も のと する 。  

（ 補償）  

第８ 条 貸与期間中に生じ た電動車両等によ る 損害の補償については、 次のと おり と する 。  

⑴  甲の責めに帰すべき 事故によ り 、 第三者に与えた物的又は人的損害、 も し く は電動車両等に生

じ た損害については、 甲が補償責任を負う も のと する 。 ただし 、 当該帰責事由が不明な場合は、

甲乙丙協議の上、 その賠償に当たる も のと する 。  

 ⑵ 自動車保険が適用さ れる 場合は、 次条の規定によ り 取り 扱う も のと する 。  
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（ 保険について）  

第９ 条 貸与者は、 電動車両等の貸与に当たり 自ら の負担によ り 自賠責保険及び任意保険に加入する も

のと し 、 甲は、 貸与期間中に事故が発生し た場合は、 速やかに貸与者へその旨を連絡し 、 加入し ている

保険の適用を 受ける も のと する 。  

２  前項に規定する 保険の適用に保険会社免責分（ 保険加入者負担分） が発生し た場合は、 原則甲が負

担する も のと する 。  

 

 

（ 費用の支払）  

第 10 条 甲、乙及び丙は、こ の協定に基づく 正当な費用について支払の請求があっ た場合は、速やかに

相手方に対し てこ れを支払う も のと する 。  

（ 使用上の留意事項）  

第 11 条 甲は、 貸与を受けた電動車両等を 次のと おり 使用する も のと する 。  

⑴ 貸与者が説明する 使用方法を遵守し 、 でき る だけ安全な場所で使用する 。  

⑵ 原則と し て、 伊勢市内で使用する 。  

⑶  故障又は何ら かの原因によ り 使用でき なく なったと き は、 第 14 条第３ 項 

の規定によ り 、 貸与者に速やかに連絡する 。  

（ 電動車両等の管理）  

第 12 条 甲は、 第 4 条に定める 引渡し から 第 6 条に定める 返却時ま で、 貸与さ れた電動車両等の使用

者、 使用場所、 使用状況の把握に努める も のと する 。  

（ 連絡責任者）  

第 13 条 甲、 乙及び丙は、 こ の協定に関する 連絡責任者を事前に定め、 報告書（ 様式３ 号） によ り 相互

に報告する も のと する 。 当該連絡責任者に変更が生じ た場合も 同様と する 。  

（ 電動車両等の情報提供）  

第 14 条 乙及び丙は、 甲から 求めら れた場合は、 災害時に電力供給が可能な電動車両等の情報を甲に

提供する も のと する 。  

２  甲は、 乙及び丙から 求めら れた場合は、 貸与さ れた電動車両等の使用状況に関する 情報を、 乙及び

丙に提供する も のと する 。  

３  甲は貸与期間中、 電動車両等に不調が生じ た場合等、 災害応急対策を進める に当たり 問題が生じ た

場合には、 速やかに貸与者に連絡し 、 甲、 乙及び丙で対応を 協議する も のと する 。  

（ 平時の取組）  

第 15 条 甲、乙及び丙は、平時においても 電動車両の災害時における 有用性を 広く 地域住民に周知し 、

理解を醸成し ていく こ と に努める も のと する 。  

２  乙及び丙は、 こ の協定に基づく 協力体制が円滑に行われる よ う 、 必要に応じ て、 甲が行う 防災訓練

等に協力する も のと する 。  

３  前項の防災訓練等の協力に要する 費用は、 原則と し て乙の負担と する 。  

 

 

 

（ 不可抗力免責）  

第 16 条 激甚な天変地異、戦争・ 内乱・ 暴動、法令の改廃・ 制定、公権力によ る 命令・ 処分、労働争議、

輸送機関・ 通信回線の事故、 交通の途絶、 施設・ 設備の被災その他当事者の責めに帰すこ と のでき ない

不可抗力によ る 協定の全部ま たは一部の履行遅滞、 履行不能ま たは不完全履行については、 当該当事者

は責任を負わないも のと する 。  

（ 協議）  

第 17 条 こ の協定に定めのない事項又はこ の協定に疑義が生じ た事項は、 甲乙丙協議の上、 定める も

のと する 。  

（ 有効期間）  

第 18 条 こ の協定の有効期間は、 協定締結の日から 令和 5 年 3 月 31 日ま でと する 。 ただし 、 こ の協定

の有効期間満了の日の２ 月前ま でに、 甲、 乙又は丙のいずれから も 書面によ る 異議の申出がない限り 、

有効期間満了の日の翌日から 起算し て更に１ 年間有効期間を 延長する こ と と し 、 以後も 同様と する 。  

 

 こ の協定の締結を証する ため、 本書を 3 通作成し 、 甲乙丙それぞれ署名の上、 各１ 通を保有する も の
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と する 。  

 

 

令和４ 年 12 月１ 日 

 

             甲  三 重県伊勢市岩淵１ 丁目７ 番 29 号 

               伊 勢市 

               伊 勢市長 鈴木 健 一 

 

             乙  三 重県四日市市新正四丁目 9 番 28 号 

               三 重三菱自動車販売株式会社 

               代 表取締役社長 

出口 哲也 

 

             丙  東 京都港区芝浦三丁目 1 番２ １ 号 

               三 菱自動車工業株式会社 

               代 表執行役社長兼最高経営責任者 

加藤 隆雄 
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第７編 様式一覧 
１  自衛隊災害派遣等要請様式 

 
自衛隊災害派遣及び撤収要請様式 

（ 別紙１ )  災害派遣要請書 ( 知事あ て )   

 

  年    月    日     

 

  知  事  あ  て  

 

 

 ( 市町長)    □印     

 

 

 

自衛隊の災害派遣要請要求について 

 

   災害を 防除する ため､ 自衛隊法83条に基づく 自衛隊の派遣要請を 要求し ま す｡  

 

記 

 

   １  災害の状況及び派遣を 要請する 事由 

     災害の状況 ( 特に災害派遣を 必要と する 区域の状況を 明ら かにする ｡)   

     派遣を 要請する 事由 

 

   ２  派遣を 希望する 期間 

 

   ３  派遣を 希望する 区域及び活動内容 

    ( 1)  派遣を 希望する 区域 

    ( 2)  派遣を 希望する 活動内容 

    ( 3)  連絡場所及び連絡者 

 

   ４  その他参考と な すべき 事項 
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( 別紙２ )  災害派遣要請書 ( 陸上自衛隊第 33 普通科連隊長あ て )  

 

  年    月    日     

 

  陸上自衛隊第３ ３ 普通科連隊長 様 

 

 

三重県知事  □印     

 

 

 

自衛隊の災害派遣要請について 

 

   災害を 防除する ため､ 自衛隊法83条に基づき 自衛隊の派遣を 要請し ま す｡  

 

記 

 

   １  災害の状況及び派遣を 要請する 事由 

     災害の状況 ( 特に災害派遣を 必要と する 区域の状況を 明ら かにする ｡)   

     派遣を 要請する 事由 

 

   ２  派遣を 希望する 期間 

 

   ３  派遣を 希望する 区域及び活動内容 

    ( 1)  派遣を 希望する 区域 

    ( 2)  派遣を 希望する 活動内容 

    ( 3)  連絡場所及び連絡者 

 

   ４  その他参考と な すべき 事項 
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( 別紙３ )  撤収要請書 ( 知事あ て )  

 

  年    月    日     

 

  知  事  あ  て  

 

 

 ( 市町長)   □印     

 

 

 

自衛隊の撤収要請要求について 

 

 こ のこ と について ､ 自衛隊法第83条の規定によ り ､ 災害派遣を 受けま し た が､ 所期の目的を 終了し ま し た から ､ 下記

のと おり 撤収要請を 要求し ま す｡  

 

記 

 

   １  撤収要請日時 

     平 成  年   月   日   時   分  

 

   ２  派遣要請日時 

     平 成  年   月   日   時   分  

 

   ３  撤収作業場所 

     撤収作業内容 
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( 別紙４ )  撤収要請書 ( 陸上自衛隊第 33 普通科連隊長あ て)  

 

  年    月    日     

 

  陸上自衛隊第３ ３ 普通科連隊長 様 

 

 

三重県知事 □印     

 

 

 

自衛隊の撤収要請について  

 

 こ のこ と について ､ 自衛隊法第83条の規定によ り ､ 災害派遣を 受けま し た が､ 所期の目的を 終了し ま し た から ､ 下記

のと おり 撤収を 要請し ま す｡  

 

記 

 

   １  撤収要請日時 

     平 成  年   月   日   時   分  

 

   ２  派遣要請日時 

     平 成  年   月   日   時   分  

 

   ３  撤収作業場所 

     撤収作業内容 
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２  海上保安庁応急措置等要請様式 

 
 海上保安庁応急措置実施要請及び撤収要請様式 

 ( 別紙５ )   応急措置実施要請書 ( 知事あ て )   

 

  年    月    日     

 

  知  事  あ  て  

 

 

 ( 市町長)    □印     

 

 

 

海上保安庁の応急措置の実施要請要求について  

 

  こ のこ と について ､下記のと おり 災害対策基本法第70条第３ 項及び海上保安庁防災業務計画第３ 章第４ 節第9関係機

関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する 支援に基づき 、 応急措置の実施要請を 要求し ま す｡  

 

記 

 

   １  災害の状況及び応急措置を 要請する 事由 

     災害の状況 ( 特に応急措置を 必要と する 区域の状況を 明ら かにする ｡)   

     応急措置を 要請する 事由 

 

   ２  応急措置を 希望する 期間 

 

   ３  応急措置を 希望する 区域及び活動内容 

    ( 1)  応急措置を 希望する 区域 

    ( 2)  応急措置を 希望する 活動内容 

    ( 3)  連絡場所及び連絡者 

 

   ４  その他参考と なすべき 事項 
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( 別紙６ )   応急措置実施要請書 ( 第四管区海上保安本部長あ て )  

 

  年    月    日     

 

  第四管区海上保安本部長 様 

 

 

三重県知事  □印     

 

 

 

海上保安庁の応急措置の実施要請について 

 

  こ のこ と について ､下記のと おり 災害対策基本法第70条第3項及び海上保安庁防災業務計画第３ 章第４ 節第９ 関係機

関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する 支援に基づき 、 応急措置の実施を 要請し ま す｡  

 

記 

 

   １  災害の状況及び応急措置を 要請する 事由 

     災害の状況 ( 特に応急措置を 必要と する 区域の状況を 明ら かにする ｡)   

     応急措置を 要請する 事由 

 

   ２  応急措置を 希望する 期間 

 

   ３  応急措置を 希望する 区域及び活動内容 

    ( 1)  応急措置を 希望する 区域 

    ( 2)  応急措置を 希望する 活動内容 

    ( 3)  連絡場所及び連絡者 

 

   ４  その他参考と な すべき 事項 
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( 別紙７ )  撤収要請書 ( 知事あ て )  

 

  年    月    日     

 

  知  事  あ  て  

 

 

 ( 市町長)   □印     

 

 

 

海上保安庁の応急措置撤収要請要求について  

 

 こ のこ と について ､災害対策基本法第70条第３ 項及び海上保安庁防災業務計画第３ 章第４ 節第９ 関係機関及び地方公共

団体の災害応急対策の実施に対する 支援に基づき 、 応急措置の実施を 受け ま し たが､ 所期の目的を 終了し ま し た から ､ 

下記のと おり 撤収要請を 要求し ま す｡  

 

記 

 

   １  撤収要請日時 

     平 成  年   月   日   時   分  

 

   ２  応急措置の実施要請日時 

     平 成  年   月   日   時   分  

 

   ３  撤収作業場所 

     撤収作業内容 
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( 別紙８ )  撤収要請書 ( 第四管区海上保安本部長あ て )  

 

  年    月    日     

 

  第四管区海上保安本部長 様 

 

 

三重県知事 □印     

 

 

 

海上保安庁の応急措置撤収要請について  

 

 こ のこ と について ､災害対策基本法第70条第3項及び海上保安庁防災業務計画第３ 章第４ 節第９ 関係機関及び地方公共

団体の災害応急対策の実施に対する 支援に基づき 、 応急措置の実施を 受け ま し たが､ 所期の目的を 終了し ま し た から ､ 

下記のと おり 撤収を 要請し ま す｡  

 

記 

 

   １  撤収要請日時 

     平 成  年   月   日   時   分  

 

   ２  応急措置の実施要請日時 

     平 成  年   月   日   時   分  

 

   ３  撤収作業場所 

     撤収作業内容 
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３  災害報告様式 

【 消防庁指定 第４ 号様式（ その１ ）】  

 

第 ４ 号 様 式 （ そ の１ ）

年 月 日 時 分

月 日 時 分

設 置 状 況

報告者名

（ 災害概況即報）

都道府県

（ 消防本部名）

被
害
の
状
況

報告日時

市町村

災 害 対 策 本 部 等 の（ 都道府県） （ 市町村）

発生日時

人的
被害

災
害
の
概
況

発生場所

住家
被害

棟

人
床上浸水

119番通報の 件数

棟棟
人

未分類
不　 明

人 重傷

床下浸水

人

消防庁受信者氏名

災害名　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 第　 　 報）

死　 者
棟

半壊 棟

軽傷

全壊 棟

一部破損

要 請 の  状 況
そ の他都道府県又は市町村が講じ た 応急対策

（ 注） 　 第１ 報に ついて は、 迅速性を 最優先と し 可能な 限り 早く （ 原則と し て 、 覚知後30分以内）
　 　 　 分かる 範囲で記載し て 報告する こ と 。 （ 確認がと れて い な い事項に ついて は、 確認が と れて
　 　 　 い な い旨（ 「 未確認」 等） を 記入し て 報告すれば足り る こ と 。 ）
（ 注） 　 住家被害のう ち 、 そ の程度が未確定のも の について は、 「 未分類」 の欄に計上する こ と 。

応
急
対
策
の
状
況

消 防 機 関 等 の
活  動  状  況

（ 地元消防本部、 消防団、 消防防災ヘリ コ プ タ ー、 消防組織法第39条に 基づく 応援消防本部等に

つい て 、 そ の 出動規模、 活動状況等を わ か る 範囲で 記入する こ と 。 ）

自 衛 隊 派 遣
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【 消防庁指定 第４ 号様式（ その１ ） 別紙】  

第
４

号
様

式
（

そ
の

１
）

　
別

紙
都

道
府

県
名

（
避

難
勧

告
等

の
発

令
状

況
）

発
令

日
時

発
令

日
時

発
令

日
時

対
象

世
帯

数
(※

)
対

象
人

数
(
※

)
解

除
日

時
対

象
世

帯
数

(
※

)
対

象
人

数
(
※

)
解

除
日

時
対

象
世

帯
数

(
※

)
対

象
人

数
(
※

)
解

除
日

時

※
　

対
象

世
帯

数
等

を
確

認
中

の
場

合
は

、
空

欄
に

せ
ず

「
確

認
中

」
と

記
載

す
る

こ
と

。

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

市
町

村
名

避
難

指
示

（
緊

急
）

避
難

勧
告

避
難

準
備

・
高

齢
者

等
避

難
開

始
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8
8
 

【
消

防
庁

指
定

 
第

４
号

様
式

（
そ

の
２

）
】

 

（
そ

の
２
）

被
　

　
　

　
　

害
被

　
　

　
　

　
害

災
害

名
ha

千
円

ha
千

円

ha
千

円

ha
千

円

箇 所
千

円

箇 所
団

体

箇 所
千

円

被
　

　
　

　
　

害
箇 所

千
円

人
箇 所

千
円

人
箇 所

千
円

人
箇 所

千
円

人
箇 所

棟
箇 所

世 帯

箇 所
千

円

人
隻

千
円

棟
戸

世 帯

回 線

人
戸

棟
戸

世 帯

箇 所

人 棟 世 帯 人 棟
世 帯

世 帯
人

人
件

自
衛

隊
の

災
害

派
遣

そ
の

他

棟
件

棟
件

す
る

こ
と

。

非 住 家

公
共

建
物

危
険

物

そ
の

他
そ

の
他

ガ
ス

り
災

世
帯

数

り
災

者
数

火 災 発 生

建
物

住 　 　 　 　 家 　 　 　 　 被 　 　 　 　 害

ブ
ロ

ッ
ク

塀
等

床
下

浸
水

電
話

電
気

一
部

破
損

そ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 他

田
流

失
・
埋

没

水
道

床
上

浸
水

全
壊

崖
く

ず
れ

鉄
道

不
通

そ
の

他

水
産

被
害

商
工

被
害

軽
　

　
　

　
傷

半
壊

災 害 の 概 況 応 　 急 　 対 　 策 　 の 　 状 　 況

 １
１
９
番

通
報

件
数

清
掃

施
設

被
害

船
舶

被
害

総
額

災 害 救 助 法

適 用 市 町 村 名

計
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

団
体

冠
　

　
　

　
水

そ
の

他
の

公
共

施
設

文
教

施
設

小
計

農
業

被
害

橋
り

ょ
う

林
業

被
害

河
川

公
立

文
教

施
設

病
院

公
共

施
設

被
害

市
町

村
数

第
4号

様
式

　
（
被

害
状

況
即

報
）
　

　

都
道

府
県

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

災
害

名
冠

　
　

　
　

水
農

林
水

産
業

施
設

・
第

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

報
畑

流
失

・
埋

没
公

共
土

木
施

設

道
路

そ 　 　 　 　 の 　 　 　 　 他

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

畜
産

被
害

行
方

不
明

者
港

湾

負 傷 者

重
　

　
　

　
傷

報
告

者
名

報
告

番
号

（
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
　

時
現

在
）

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

人 的 被 害

死
者

砂
防

※
１
　

被
害

額
は

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

※
２
　

１
１

９
番

通
報

の
件

数
は

、
１
０
件

単
位

で
、

例
え

ば
約

１
０
件

、
３
０
件

、
５
０

件
（
５
０
件

を
超

え
る

場
合

は
多

数
）
と

記
入

災 　 害 　 対 　 策 　 本 　 部

等 　 の 　 設 　 置 　 状 　 況

市 町 村

件
 

消 防 機 関 等 の 活 動 状 況

都 道 府 県

（
地

元
消

防
本

部
、

消
防

団
、

消
防

防
災

ヘ
リ
コ

プ
タ

ー
、

消
防

組
織

法
第

3
9
条

に
基

づ
く

応
援

消
防

本
部

等
に

つ
い

て
、

そ
の

出
動

規
模

、
活

動
状

況
等

を
記

入
す

る
こ

と
。

）
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第４ 号様式（ その２ ）】  

２）

被　　　　　害 被　　　　　害

害名 ha 千円

ha 千円

ha 千円

ha 千円

箇

所
千円

箇

所
団体

箇

所
千円

被　　　　　害
箇

所
千円

人
箇

所
千円

人
箇

所
千円

人
箇

所
千円

人
箇

所

棟
箇

所

世

帯

箇

所
千円

人 隻 千円

棟 戸

世

帯

回

線

人 戸

棟 戸

世

帯

箇

所

人

棟

世

帯

人

棟
世

帯

世

帯
人

人 件 自衛隊の災害派遣 その他

棟 件

棟 件

すること。

公 共 建 物 危 険 物

の 他 そ の 他

ガ ス

り 災 世 帯 数

り 災 者 数

火
災
発

生

建 物

ブ ロ ッ ク 塀 等

床 下 浸 水

電 話

電 気

一 部 破 損

そ
　
　
　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　

の
　

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

他

田
流失・埋没

水 道

床 上 浸 水

壊

崖 く ず れ

鉄 道 不 通 そ の 他

水 産 被 害

商 工 被 害

　　　　傷

壊

災
害

の

概
況

応
　
急
　
対

　

策
　
の
　
状

　
況

 １１９番通報件数

清 掃 施 設

被 害 船 舶 被 害 総 額

災

害

救

助

法

適
用

市
町

村
名

計　　　　　　　　　　　　　　　団体

冠　　　　水 そ の 他 の 公 共 施 設

文 教 施 設 小 計

農 業 被 害

橋 り ょ う 林 業 被 害

河 川

公 立 文 教 施 設

病 院 公 共 施 設 被 害 市 町 村 数

況即報）　　

区　　　　　　　　　　　　分

冠　　　　水 農 林 水 産 業 施 設

　　　　　　　　　報
畑

流失・埋没 公 共 土 木 施 設

道 路
そ
　

　
　
　
の

　
　
　
　
他

区　　　　　　　　　　　　分

畜 産 被 害

方 不 明 者 港 湾

　　　　傷

（　　　月　　　日　　　時現在）

　　　　　　　　分

者

砂 防

※１　被害額は省略することができるものとする。

※２　１１９番通報の件数は、１０件単位で、例えば約１０件、３０件、５０件（５０件を超える場合は多数）と記入

災
　
害
　

対

　
策
　
本
　

部

等
　
の
　

設

　
置
　
状
　

況

市
町
村

件 

消
防

機
関

等
の
活
動
状
況

都
道
府
県

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく 応援消防本部等について、その出動規模、活動状況等を記入すること。）



件 
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（ 様式Ａ ）  

被 害 状 況 調 書 

（   年   月   日   時   分 現在）           市 町村名 

人

的

被

害 

死 者 ア      人 

行 方 不 明 イ       人 

負 

傷 

重 傷 ウ       人 

軽 傷 エ      人 

小 計 オ      人 

計 カ      人 

住

家

の

被

害 

棟 
 
 

数 

全 壊 、 全 焼 及 び 流  失 キ      棟 

半 壊 及 び 半 焼 ク         棟 

一 部 破 損 ケ      棟 

床 上 浸 水 コ        棟  

床 下 浸 水 サ      棟 

世

帯

数

及

び

人

員 

全壊、全焼 及び流失 

世 帯 シ       世 帯 

人 員 ス         人 

半 壊 及 び 半 焼 

世 帯 セ      世帯 

人 員 ソ        人  

一 部 破 損 

世 帯 タ       世帯 

人 員 チ      人 

床 上 浸 水 

世 帯 ツ       世帯 

人 員 テ      人 

床 下 浸 水 

世 帯 ト       世帯 

人 員 ナ       人  

報 

告 

発 信 月   日   時   分  発 信 者  

受 信 月   日   時   分  受 信 者  

（ 注） 災害救助法によ る も の 

  

第
７
編

様
式
一
覧
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様式（ １ ）  

土木関係被害状況報告 

 

年  月  日  時現在 

 

１ ． 被害状況 

 

事業主体 区   分 被害数 被 害 額 備   考 

県 

河     川  

海     岸  

砂     防  

道     路  

橋 り  ょ  う     

港     湾  

 （ 千円）   

計    

市 

 

町 

 

河     川  

海     岸  

砂     防  

道     路  

橋 り  ょ  う  

港     湾  

   

計    

合 

 

 

計 

河     川  

海     岸  

砂     防  

道     路  

橋 り  ょ  う  

港     湾  

   

計    

 

 

２ ． 応急対策その他 
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様式（ ２ ）  

農林水産関係被害状況報告 

                   

 年   月   日  時 現在 

 

１ ． 農業関係 

事業主体 区   分 単位 被 害 数 被 害 額 備 考 

 

 

 

 

   （ 千円）   

計     

 

２ ． 耕地関係 

３ ． 開拓関係 

４ ． 林業関係  農業関係と 同じ 様式 

５ ． 畜産関係 

６ ． 水産関係 

 

（ 記 載 例）  

１ ．「 事業主体」 欄は、 国、 県、 市町村、 民間の別を記入する 。  

  ２ ．「 区分」 欄は 

   （ 1） 農業関係は、 農業用施設、 共同利用施設、 水稲、 陸稲、 雑穀、 菜種、 甘藷、 そさ い、 果樹、

茶、 桑等に区分する 。  

   （ 2） 耕地関係は、 海岸、 農業用施設、 農地等に区分する 。  

（ 3） 開拓関係は、（ 1） の農業関係に準じ て区分 

   （ 4） 林業関係は、 山地崩壊、 治山施設、 林道、 林業施設、 林産物等に区分し 、 更に、 林業施設

については、 炭がま 、 木材、 木炭、 倉庫、 製材施設、 貯木場、 苗畑、 その他に、 林産物に

ついては、 立木、 素材、 製材、 薪炭、 原木、 木炭、 種苗、 薪、 その他等に区分する 。  

   （ 5） 畜産関係は、 畜舎、 共同利用施設、 乳和牛、 豚、 山羊、 めん羊、 にわと り 、 草地飼料畑、

その他に区分する 。  

   （ 6） 水産関係は、 漁業用施設、 共同利用施設、 漁港施設、 海岸施設、 漁船、 漁具、 のり 養殖施

設、 漁貝藻類等に区分する 。  

 

７ ． 応急対策その他 
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様式（ ３ ）  

教育関係被害状況報告 

 

年  月  日  時現在 

 

１ ． 被害状況 

 

事業主体 区   分 被害数 被 害 額 備 考 

国 

大     学  

中  学  校 

小  学  校 

幼  稚  園 

 （ 千円）   

県 

大     学  

高 等 学 校 

盲、 ろ う 学校 

   

市町村 

大     学  

中  学  校 

小  学  校 

幼  稚  園 

   

私 立 

団 体 

大     学  

高 等 学 校 

中  学  校 

小  学  校 

幼  稚  園 

そ  の  他 

   

計    

 

 

２ ． 応急対策その他 
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様式（ ４ ）  

民生関係被害状況報告 

年  月  日    時 現在 

１ ． 被害状況 

事業主体 区   分 被害数 被 害 額 備 考 

 

養 老 施 設 

授 産 施 設 

保 育 所 施 設 

宿 所 提 供 施 設 

養 護 施 設 

母 子 生 活 支 援 施 設 

・  

・  

・  

そ の 他 

 （ 千円）   

計    

 

２ ． 応急対策その他 
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様式（ ５ ）  

商工関係被害状況報告 

年  月  日  時現在 

１ ． 被害状況 

事業主体 区   分 被害数 被 害 額 備 考 

 

工

業

関

係 

工 場 関 係  （ 千円）   

設 備 、 機 械    

製 品 、 半 製 品    

計    

商
業
関
係 

店 舗    

商 品    

計    

鉱 業 関 係    

そ の 他    

    

 

２ ． 応急対策その他 
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様式（ ６ ）  

観光関係被害状況報告 

年  月  日  時現在 

１ ． 被害状況 

 

区   分  被害数 被 害 額 備 考 

県  営  施  設  関  係 

市 町 村 営 施 設 関 係 

団 体 関 係 

会  社  個  人  関  係 

 （ 千円）   

計    

 

２ ． 応急対策その他 

 

 

  

第
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様式（ ７ ）  

衛生関係被害状況報告 

年  月  日  時現在 

１ ． 被害状況 

 

事業主体 区   分 単位 被 害 数 被 害 額 備 考 

 

 

 

 

   （ 千円）   

計     

 

（ 注）  

 1．「 事業主体」 欄は、 国、 県、 市町村、 民間の別 

  2．「 区分」 欄は医療機関、 上水道関係、 簡易水道、 火葬場、 じ ん芥焼却場、  

母子健康センタ ー、 伝染病舎等に区分する 。  

 

２ ． 応急対策その他 
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様式（ ８ ）  

一般公共施設関係被害状況報告 

年  月  日    時 現在 

１ ． 被害状況 

事業主体 区   分 被害数 被 害 額 備 考 

県   （ 千円）   

市 

町 

村 

 

   

計    

 

２ ． 応急対策その他 

 県庁舎、 企業庁、 教育局、 警察関係 
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様式（ ９ ）  

公共機関被害状況報告 

年  月  日    時 現在 

１ ． 被害状況 

事業主体 区   分 被害数 被 害 額 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ 千円）   

計    

 

２ ． 応急対策その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


